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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ネットワークを介して充電式自動車用経路検索装置に接続されている、充電式自動車に
搭載された車載器であって、
　前記充電式自動車用経路検索装置は、
　前記充電式自動車を供給し、かつ、当該充電式自動車を駐車するための駐車スペースを
有する車両供給設備と、前記充電式自動車の電池に電力を供給する充電器が設置される充
電設備とを含む供給設備の利用状況及び予約状況に関する設備情報を取得する取得部と、
　地図情報と前記設備情報に基づき、利用する前記供給設備を含む目的地までの経路と、
前記経路中の前記供給設備で受ける供給内容とを含む移動計画を作成する移動計画作成部
と
　を備え、
　前記利用状況に関する設備情報には、前記充電式自動車、前記駐車スペース及び前記充
電器の現在時刻における利用可否を示す情報が含まれ、
　前記予約状況に関する設備情報には、前記充電式自動車、前記駐車スペース及び前記充
電器が使用される予定の期間を示す情報が含まれ、
　前記車載器は、
　前記ネットワークを介して、前記車載器が搭載される前記充電式自動車の利用状況に関
する前記設備情報を前記充電式自動車用経路検索装置に送信することを特徴とする
　車載器。
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【請求項２】
　前記移動計画作成部は、
　前記経路中で利用する前記供給設備として、前記経路中の次の前記車両供給設備又は次
の前記充電設備まで走行可能な充電残量の前記充電式自動車を確保している前記車両供給
設備、又、前記充電式自動車が到着したときに当該充電式自動車が利用可能な空き充電器
を備える前記充電設備を含む前記移動計画を作成することを特徴とする請求項１に記載の
車載器。
【請求項３】
　前記移動計画作成部は、
　前記経路中で利用する前記供給設備として、走行してきた充電式自動車を他の充電式自
動車に乗り換える乗換車両供給設備、又、走行してきた充電式自動車に電力を供給する前
記充電設備を含む前記移動計画を作成することを特徴とする請求項１または２に記載の車
載器。
【請求項４】
　前記設備情報を記憶する記憶部と、
　予約された前記移動計画の内容に基づき、前記記憶部の前記設備情報を更新し、且つ、
前記取得部が取得した前記充電式自動車の充電残量を示す情報に基づき、前記記憶部の前
記設備情報を更新する更新部と、
　をさらに備えることを特徴とする請求項１から３のうちいずれか一項に記載の車載器。
【請求項５】
　前記取得部は、
　前記設備情報として、前記車両供給設備に確保されている充電式自動車を示す情報、前
記充電式自動車の充電残量を示す情報、前記充電式自動車の予約状況を示す情報、前記充
電設備に設けられる充電器の予約状況を示す情報、前記充電式自動車又は前記充電設備の
利用料金を算出するための情報、及び、前記車両供給設備又は前記充電設備での待ち時間
を算出するための情報のうち少なくとも１つを取得することを特徴とする請求項１から４
のうちいずれか一項に記載の車載器。
【請求項６】
　前記取得部は、前記充電式自動車の現在位置を示す位置情報を取得し、
　前記移動計画作成部は、前記取得部が取得した前記位置情報と前記地図情報と前記設備
情報に基づき、利用する前記供給設備を含む経路であって、現在位置から目的地までの経
路を含む前記移動計画を作成することを特徴とする請求項１から５のうちいずれか一項に
記載の車載器。
【請求項７】
　前記移動計画作成部は、
　前記取得部が新たな設備情報を取得した場合、前記移動計画を作成した前回の作成時か
ら所定時間が経過した場合、又は、走行中の前記充電式自動車が実行中の前記移動計画の
経路を変更した場合、新たな前記移動計画を作成することを特徴とする請求項１から６の
うちいずれか一項に記載の車載器。
【請求項８】
　前記移動計画作成部は、
　前記地図情報と前記設備情報に基づき、出発地又は現在位置と前記経路中の最初の前記
供給設備との間の移動経路、又は、目的地と前記経路中の最後の前記供給設備との間の移
動経路を含む前記移動計画を作成することを特徴とする請求項１から７のうちいずれか一
項に記載の車載器。
【請求項９】
　前記移動計画作成部は、
　前記経路中の前記供給設備で受ける供給内容として、前記経路中で利用する前記充電式
自動車又は充電器を示す情報、利用開始時刻、利用終了時刻、前記経路中の前記供給設備
の利用料金を示す情報、及び、前記経路中で利用する前記供給設備の待ち時間を示す情報
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のうち少なくとも１つを含む前記移動計画を作成することを特徴とする請求項１から８の
うちいずれか一項に記載の車載器。
【請求項１０】
　前記移動計画作成部は、
　前記移動計画の内容が予約された後に作成された前記移動計画のうち、予め決められた
優先条件における優先順位が、予約された前記移動計画の優先順位よりも高い移動計画が
ある場合、前記優先順位が高い移動計画の方が有利であると判定することを特徴とする請
求項１から９のうちいずれか一項に記載の車載器。
【請求項１１】
　前記移動計画作成部は、
　設定された優先条件に基づき、複数の前記移動計画のうち前記優先条件を満たす最適な
移動計画を選択することを特徴とする請求項１から１０のうちいずれか一項に記載の車載
器。
【請求項１２】
　請求項１から１１のうちいずれか一項に記載の車載器を搭載したことを特徴とする充電
式自動車。
【請求項１３】
　ネットワークを介して充電式自動車用経路検索装置に接続されている端末であって、
　前記充電式自動車用経路検索装置は、
　前記充電式自動車を供給し、かつ、当該充電式自動車を駐車するための駐車スペースを
有する車両供給設備と、前記充電式自動車の電池に電力を供給する充電器が設置される充
電設備とを含む供給設備の利用状況及び予約状況に関する設備情報を取得する取得部と、
　地図情報と前記設備情報に基づき、利用する前記供給設備を含む目的地までの経路と、
前記経路中の前記供給設備で受ける供給内容とを含む移動計画を作成する移動計画作成部
と
　を備え、
　前記利用状況に関する設備情報には、前記充電式自動車、前記駐車スペース及び前記充
電器の現在時刻における利用可否を示す情報が含まれ、
　前記予約状況に関する設備情報には、前記充電式自動車、前記駐車スペース及び前記充
電器が使用される予定の期間を示す情報が含まれ、
　前記端末は、
　前記充電式自動車の利用者が入力した情報を前記充電式自動車用経路検索装置に送信し
、前記充電式自動車用経路検索装置から前記移動計画を示す情報を受信することを特徴と
する
　端末。
【請求項１４】
　前記移動計画作成部は、
　前記経路中で利用する前記供給設備として、前記経路中の次の前記車両供給設備又は次
の前記充電設備まで走行可能な充電残量の前記充電式自動車を確保している前記車両供給
設備、又、前記充電式自動車が到着したときに当該充電式自動車が利用可能な空き充電器
を備える前記充電設備を含む前記移動計画を作成することを特徴とする請求項１３に記載
の端末。
【請求項１５】
　前記移動計画作成部は、
　前記経路中で利用する前記供給設備として、走行してきた充電式自動車を他の充電式自
動車に乗り換える乗換車両供給設備、又、走行してきた充電式自動車に電力を供給する前
記充電設備を含む前記移動計画を作成することを特徴とする請求項１３または１４に記載
の端末。
【請求項１６】
　前記設備情報を記憶する記憶部と、
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　予約された前記移動計画の内容に基づき、前記記憶部の前記設備情報を更新し、且つ、
前記取得部が取得した前記充電式自動車の充電残量を示す情報に基づき、前記記憶部の前
記設備情報を更新する更新部と、
　をさらに備えることを特徴とする請求項１３から１５のうちいずれか一項に記載の端末
。
【請求項１７】
　前記取得部は、
　前記設備情報として、前記車両供給設備に確保されている充電式自動車を示す情報、前
記充電式自動車の充電残量を示す情報、前記充電式自動車の予約状況を示す情報、前記充
電設備に設けられる充電器の予約状況を示す情報、前記充電式自動車又は前記充電設備の
利用料金を算出するための情報、及び、前記車両供給設備又は前記充電設備での待ち時間
を算出するための情報のうち少なくとも１つを取得することを特徴とする請求項１３から
１６のうちいずれか一項に記載の端末。
【請求項１８】
　前記取得部は、前記充電式自動車の現在位置を示す位置情報を取得し、
　前記移動計画作成部は、前記取得部が取得した前記位置情報と前記地図情報と前記設備
情報に基づき、利用する前記供給設備を含む経路であって、現在位置から目的地までの経
路を含む前記移動計画を作成することを特徴とする請求項１３から１７のうちいずれか一
項に記載の端末。
【請求項１９】
　前記移動計画作成部は、
　前記取得部が新たな設備情報を取得した場合、前記移動計画を作成した前回の作成時か
ら所定時間が経過した場合、又は、走行中の前記充電式自動車が実行中の前記移動計画の
経路を変更した場合、新たな前記移動計画を作成することを特徴とする請求項１３から１
８のうちいずれか一項に記載の端末。
【請求項２０】
　前記移動計画作成部は、
　前記地図情報と前記設備情報に基づき、出発地又は現在位置と前記経路中の最初の前記
供給設備との間の移動経路、又は、目的地と前記経路中の最後の前記供給設備との間の移
動経路を含む前記移動計画を作成することを特徴とする請求項１３から１９のうちいずれ
か一項に記載の端末。
【請求項２１】
　前記移動計画作成部は、
　前記経路中の前記供給設備で受ける供給内容として、前記経路中で利用する前記充電式
自動車又は充電器を示す情報、利用開始時刻、利用終了時刻、前記経路中の前記供給設備
の利用料金を示す情報、及び、前記経路中で利用する前記供給設備の待ち時間を示す情報
のうち少なくとも１つを含む前記移動計画を作成することを特徴とする請求項１３から２
０のうちいずれか一項に記載の端末。
【請求項２２】
　前記移動計画作成部は、
　前記移動計画の内容が予約された後に作成された前記移動計画のうち、予め決められた
優先条件における優先順位が、予約された前記移動計画の優先順位よりも高い移動計画が
ある場合、前記優先順位が高い移動計画の方が有利であると判定することを特徴とする請
求項１３から２１のうちいずれか一項に記載の端末。
【請求項２３】
　前記移動計画作成部は、
　設定された優先条件に基づき、複数の前記移動計画のうち前記優先条件を満たす最適な
移動計画を選択することを特徴とする請求項１３から２２のうちいずれか一項に記載の端
末。
【請求項２４】
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　　ネットワークを介して充電式自動車用経路検索装置に接続され、充電式自動車の電池
に電力を供給する充電器であって、
　前記充電式自動車用経路検索装置は、
　前記充電式自動車を供給し、かつ、当該充電式自動車を駐車するための駐車スペースを
有する車両供給設備と、前記充電器が設置される充電設備とを含む供給設備の利用状況及
び予約状況に関する設備情報を取得する取得部と、
　地図情報と前記設備情報に基づき、利用する前記供給設備を含む目的地までの経路と、
前記経路中の前記供給設備で受ける供給内容とを含む移動計画を作成する移動計画作成部
と
　を備え、
　前記利用状況に関する設備情報には、前記充電式自動車、前記駐車スペース及び前記充
電器の現在時刻における利用可否を示す情報が含まれ、
　前記予約状況に関する設備情報には、前記充電式自動車、前記駐車スペース及び前記充
電器が使用される予定の期間を示す情報が含まれ、
　前記充電器は、
　予め決められた固有の識別情報である充電器ＩＤが割り当てられ、前記ネットワークを
介して管理されることを特徴とする
　充電器。
【請求項２５】
　前記移動計画作成部は、
　前記経路中で利用する前記供給設備として、前記経路中の次の前記車両供給設備又は次
の前記充電設備まで走行可能な充電残量の前記充電式自動車を確保している前記車両供給
設備、又、前記充電式自動車が到着したときに当該充電式自動車が利用可能な空き充電器
を備える前記充電設備を含む前記移動計画を作成することを特徴とする請求項２４に記載
の充電器。
【請求項２６】
　前記移動計画作成部は、
　前記経路中で利用する前記供給設備として、走行してきた充電式自動車を他の充電式自
動車に乗り換える乗換車両供給設備、又、走行してきた充電式自動車に電力を供給する前
記充電設備を含む前記移動計画を作成することを特徴とする請求項２４または２５に記載
の充電器。
【請求項２７】
　前記設備情報を記憶する記憶部と、
　予約された前記移動計画の内容に基づき、前記記憶部の前記設備情報を更新し、且つ、
前記取得部が取得した前記充電式自動車の充電残量を示す情報に基づき、前記記憶部の前
記設備情報を更新する更新部と、
　をさらに備えることを特徴とする請求項２４から２６のうちいずれか一項に記載の充電
器。
【請求項２８】
　前記取得部は、
　前記設備情報として、前記車両供給設備に確保されている充電式自動車を示す情報、前
記充電式自動車の充電残量を示す情報、前記充電式自動車の予約状況を示す情報、前記充
電設備に設けられる充電器の予約状況を示す情報、前記充電式自動車又は前記充電設備の
利用料金を算出するための情報、及び、前記車両供給設備又は前記充電設備での待ち時間
を算出するための情報のうち少なくとも１つを取得することを特徴とする請求項２４から
２７のうちいずれか一項に記載の充電器。
【請求項２９】
　前記取得部は、前記充電式自動車の現在位置を示す位置情報を取得し、
　前記移動計画作成部は、前記取得部が取得した前記位置情報と前記地図情報と前記設備
情報に基づき、利用する前記供給設備を含む経路であって、現在位置から目的地までの経
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路を含む前記移動計画を作成することを特徴とする請求項２４から２８のうちいずれか一
項に記載の充電器。
【請求項３０】
　前記移動計画作成部は、
　前記取得部が新たな設備情報を取得した場合、前記移動計画を作成した前回の作成時か
ら所定時間が経過した場合、又は、走行中の前記充電式自動車が実行中の前記移動計画の
経路を変更した場合、新たな前記移動計画を作成することを特徴とする請求項２４から２
９のうちいずれか一項に記載の充電器。
【請求項３１】
　前記移動計画作成部は、
　前記地図情報と前記設備情報に基づき、出発地又は現在位置と前記経路中の最初の前記
供給設備との間の移動経路、又は、目的地と前記経路中の最後の前記供給設備との間の移
動経路を含む前記移動計画を作成することを特徴とする請求項２４から３０のうちいずれ
か一項に記載の充電器。
【請求項３２】
　前記移動計画作成部は、
　前記経路中の前記供給設備で受ける供給内容として、前記経路中で利用する前記充電式
自動車又は充電器を示す情報、利用開始時刻、利用終了時刻、前記経路中の前記供給設備
の利用料金を示す情報、及び、前記経路中で利用する前記供給設備の待ち時間を示す情報
のうち少なくとも１つを含む前記移動計画を作成することを特徴とする請求項２４から３
１のうちいずれか一項に記載の充電器。
【請求項３３】
　前記移動計画作成部は、
　前記移動計画の内容が予約された後に作成された前記移動計画のうち、予め決められた
優先条件における優先順位が、予約された前記移動計画の優先順位よりも高い移動計画が
ある場合、前記優先順位が高い移動計画の方が有利であると判定することを特徴とする請
求項２４から３２のうちいずれか一項に記載の充電器。
【請求項３４】
　前記移動計画作成部は、
　設定された優先条件に基づき、複数の前記移動計画のうち前記優先条件を満たす最適な
移動計画を選択することを特徴とする請求項２４から３３のうちいずれか一項に記載の充
電器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車載器、充電式自動車、端末、および充電器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、カーシェアリング用のシェアカーを複数人で共同利用するカーシェアリングシス
テムが普及してきている。なかでも、このシェアカーとして、充電式自動車を利用するサ
ービスが注目されている。しかし、充電式自動車は、充電を行うための待ち時間が長いた
め、目的地までの走行時間を短縮するためには、走行開始時に次の地点まで走行可能な充
電残量のシェアカーを、乗車地点の設備や乗換地点の設備で確保しておく必要がある。ま
た、途中で充電ステーションを利用する場合、空きの充電器を充電地点の設備で確保して
おく必要がある。
　例えば、利用者から乗車地点と目的地の要求を受け付けると、移動中の車両の現在位置
から乗車地点と目的地を経由して、目的地に最寄りの充電ステーションに到達可能な充電
残量の車両を抽出し、抽出した車両の中から、利用者の乗車地点に最も近い車両に対して
、配車指示を通知するものがある（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１２－７３９７９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、カーシェアリングシステムにおいて、シェアカーを提供する設備に確保
されているシェアカーの利用台数や各シェアカーの充電残量や、充電ステーションの充電
器の空き状況は、利用状況に応じて時々刻々と変化する。
　このため、利用者が指定した目的地まで走行可能なシェアカーが確保されているか否か
を確認せずに予約を受け付けた場合、乗車地点の設備や乗換地点の設備に行ったとしても
利用可能なシェアカーがない事態や、充電地点の設備に行ったとしても利用可能な充電器
がない事態が生じる問題があった。
【０００５】
　本発明は、このような事情に鑑みてなされたもので、その目的は、充電式自動車を複数
人で共有するカーシェアリングシステムにおいて、設備の利用状況に応じて、目的地まで
の経路中で利用可能な設備を提供することができる車載器、充電式自動車、端末、および
充電器を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記問題を解決するために、本発明に係る充電式自動車用経路検索装置の一態様は、充
電式自動車を供給し、かつ、当該充電式自動車を駐車するための駐車スペースを有する車
両供給設備と、前記充電式自動車の電池に電力を供給する充電器が設置される充電設備と
を含む供給設備の利用状況及び予約状況に関する設備情報を取得する取得部と、地図情報
と前記設備情報に基づき、利用する前記供給設備を含む目的地までの経路と、前記経路中
の前記供給設備で受ける供給内容とを含む移動計画を作成する移動計画作成部とを備える
。前記利用状況に関する設備情報には、前記充電式自動車、前記駐車スペース及び前記充
電器の現在時刻における利用可否を示す情報が含まれ、前記予約状況に関する設備情報に
は、前記充電式自動車、前記駐車スペース及び前記充電器が使用される予定の期間を示す
情報が含まれる。
【０００７】
　また、本発明の一態様は、上記に記載の発明において、前記移動計画作成部が、前記経
路中で利用する前記供給設備として、前記経路中の次の前記車両供給設備又は次の前記充
電設備まで走行可能な充電残量の前記充電式自動車を確保している前記車両供給設備、又
、前記充電式自動車が到着したときに当該充電式自動車が利用可能な空き充電器を備える
前記充電設備を含む前記移動計画を作成する。
【０００８】
　また、本発明の一態様は、上記に記載の発明において、前記移動計画作成部が、前記経
路中で利用する前記供給設備として、走行してきた充電式自動車を他の充電式自動車に乗
り換える乗換車両供給設備、又、走行してきた充電式自動車に電力を供給する前記充電設
備を含む前記移動計画を作成する。
【０００９】
　また、本発明の一態様は、上記に記載の発明において、前記設備情報を記憶する記憶部
と、予約された前記移動計画の内容に基づき、前記記憶部の前記設備情報を更新し、且つ
、前記取得部が取得した前記充電式自動車の充電残量を示す情報に基づき、前記記憶部の
前記設備情報を更新する更新部と、をさらに備える。
【００１０】
　また、本発明の一態様は、上記に記載の発明において、前記取得部が、前記設備情報と
して、前記車両供給設備に確保されている充電式自動車を示す情報、前記充電式自動車の
充電残量を示す情報、前記充電式自動車の予約状況を示す情報、前記充電設備に設けられ
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る充電器の予約状況を示す情報、前記充電式自動車又は前記充電設備の利用料金を算出す
るための情報、及び、前記車両供給設備又は前記充電設備での待ち時間を算出するための
情報のうち少なくとも１つを取得する。
【００１１】
　また、本発明の一態様は、上記に記載の発明において、前記取得部が、前記充電式自動
車の現在位置を示す位置情報を取得し、前記移動計画作成部が、前記取得部が取得した前
記位置情報と前記地図情報と前記設備情報に基づき、利用する前記供給設備を含む経路で
あって、現在位置から目的地までの経路を含む前記移動計画を作成する。
【００１２】
　また、本発明の一態様は、上記に記載の発明において、前記移動計画作成部が、前記取
得部が新たな設備情報を取得した場合、前記移動計画を作成した前回の作成時から所定時
間が経過した場合、又は、走行中の前記充電式自動車が実行中の前記移動計画の経路を変
更した場合、新たな前記移動計画を作成する。
【００１３】
　また、本発明の一態様は、上記に記載の発明において、前記移動計画作成部が、前記地
図情報と前記設備情報に基づき、出発地又は現在位置と前記経路中の最初の前記供給設備
との間の移動経路、又は、目的地と前記経路中の最後の前記供給設備との間の移動経路を
含む前記移動計画を作成する。
【００１４】
　また、本発明の一態様は、上記に記載の発明において、前記移動計画作成部は、前記経
路中の前記供給設備で受ける供給内容として、前記経路中で利用する前記充電式自動車又
は充電器を示す情報、利用開始時刻、利用終了時刻、前記経路中の前記供給設備の利用料
金を示す情報、及び、前記経路中で利用する前記供給設備の待ち時間を示す情報のうち少
なくとも１つを含む前記移動計画を作成する。
【００１５】
　また、本発明の一態様は、上記に記載の発明において、前記移動計画作成部は、前記移
動計画の内容が予約された後に作成された前記移動計画のうち、予め決められた優先条件
における優先順位が、予約された前記移動計画の優先順位よりも高い移動計画がある場合
、前記優先順位が高い移動計画の方が有利であると判定する。
【００１６】
　また、本発明の一態様は、上記に記載の発明において、前記移動計画作成部は、設定さ
れた優先条件に基づき、複数の前記移動計画のうち前記優先条件を満たす最適な移動計画
を選択する。
【００１７】
　上記問題を解決するために、本発明に係る充電式自動車用経路検索方法の一態様は、充
電式自動車用経路検索装置の取得部が、充電式自動車を供給し、かつ、当該充電式自動車
を駐車するための駐車スペースを有する車両供給設備と、前記充電式自動車の電池に電力
を供給する充電器が設置される充電設備とを含む供給設備の利用状況及び予約状況に関す
る設備情報を取得する取得ステップと、充電式自動車用経路検索装置の移動計画作成部が
、地図情報と前記設備情報に基づき、利用する前記供給設備を含む目的地までの経路と、
前記経路中の前記供給設備で受ける供給内容とを含む移動計画を作成する移動計画作成ス
テップとを有する。前記利用状況に関する設備情報には、前記充電式自動車、前記駐車ス
ペース及び前記充電器の現在時刻における利用可否を示す情報が含まれ、前記予約状況に
関する設備情報には、前記充電式自動車、前記駐車スペース及び前記充電器が使用される
予定の期間を示す情報が含まれる。
【００１８】
　上記問題を解決するために、本発明に係るプログラムの一態様は、コンピュータに、充
電式自動車を供給し、かつ、当該充電式自動車を駐車するための駐車スペースを有する車
両供給設備と、前記充電式自動車の電池に電力を供給する充電器が設置される充電設備と
を含む供給設備の利用状況及び予約状況に関する設備情報を取得する取得手順、地図情報
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と前記設備情報に基づき、利用する前記供給設備を含む目的地までの経路と、前記経路中
の前記供給設備で受ける供給内容とを含む移動計画を作成する移動計画作成手順、を実行
させるためのプログラムである。前記利用状況に関する設備情報には、前記充電式自動車
、前記駐車スペース及び前記充電器の現在時刻における利用可否を示す情報が含まれ、前
記予約状況に関する設備情報には、前記充電式自動車、前記駐車スペース及び前記充電器
が使用される予定の期間を示す情報が含まれる。
　また、本発明の一態様は、上述の充電式自動車用経路検索装置と、前記供給設備と、を
備える充電式自動車管理システムである。
　また、本発明の一態様は、前記充電式自動車のそれぞれに搭載された複数の車載器を更
に備え、前記車載器は、ネットワークを介して、前記車載器が搭載される前記充電式自動
車の利用状況及び予約状況に関する前記設備情報を前記充電式自動車用経路検索装置に送
信する充電式自動車管理システムである。
【００１９】
また、本発明の一態様は、ネットワークを介して充電式自動車用経路検索装置に接続され
ている、充電式自動車に搭載された車載器であって、前記充電式自動車用経路検索装置は
、前記充電式自動車を供給し、かつ、当該充電式自動車を駐車するための駐車スペースを
有する車両供給設備と、前記充電式自動車の電池に電力を供給する充電器が設置される充
電設備とを含む供給設備の利用状況及び予約状況に関する設備情報を取得する取得部と、
　地図情報と前記設備情報に基づき、利用する前記供給設備を含む目的地までの経路と、
前記経路中の前記供給設備で受ける供給内容とを含む移動計画を作成する移動計画作成部
とを備え、前記利用状況に関する設備情報には、前記充電式自動車、前記駐車スペース及
び前記充電器の現在時刻における利用可否を示す情報が含まれ、前記予約状況に関する設
備情報には、前記充電式自動車、前記駐車スペース及び前記充電器が使用される予定の期
間を示す情報が含まれ、前記車載器は、前記ネットワークを介して、前記車載器が搭載さ
れる前記充電式自動車の利用状況に関する前記設備情報を前記充電式自動車用経路検索装
置に送信することを特徴とする車載器である。
【００２０】
　また、本発明の一態様は、上記に記載の車載器において、前記移動計画作成部は、前記
経路中で利用する前記供給設備として、前記経路中の次の前記車両供給設備又は次の前記
充電設備まで走行可能な充電残量の前記充電式自動車を確保している前記車両供給設備、
又、前記充電式自動車が到着したときに当該充電式自動車が利用可能な空き充電器を備え
る前記充電設備を含む前記移動計画を作成する。
【００２１】
　また、本発明の一態様は、上記に記載の車載器において、前記移動計画作成部は、前記
経路中で利用する前記供給設備として、走行してきた充電式自動車を他の充電式自動車に
乗り換える乗換車両供給設備、又、走行してきた充電式自動車に電力を供給する前記充電
設備を含む前記移動計画を作成する。
【００２２】
　また、本発明の一態様は、上記に記載の車載器において、前記設備情報を記憶する記憶
部と、予約された前記移動計画の内容に基づき、前記記憶部の前記設備情報を更新し、且
つ、前記取得部が取得した前記充電式自動車の充電残量を示す情報に基づき、前記記憶部
の前記設備情報を更新する更新部と、をさらに備える。
【００２３】
　また、本発明の一態様は、上記に記載の車載器において、前記取得部は、前記設備情報
として、前記車両供給設備に確保されている充電式自動車を示す情報、前記充電式自動車
の充電残量を示す情報、前記充電式自動車の予約状況を示す情報、前記充電設備に設けら
れる充電器の予約状況を示す情報、前記充電式自動車又は前記充電設備の利用料金を算出
するための情報、及び、前記車両供給設備又は前記充電設備での待ち時間を算出するため
の情報のうち少なくとも１つを取得する。
【００２４】
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　また、本発明の一態様は、上記に記載の車載器において、前記取得部は、前記充電式自
動車の現在位置を示す位置情報を取得し、前記移動計画作成部は、前記取得部が取得した
前記位置情報と前記地図情報と前記設備情報に基づき、利用する前記供給設備を含む経路
であって、現在位置から目的地までの経路を含む前記移動計画を作成する。
【００２５】
　また、本発明の一態様は、上記に記載の車載器において、前記移動計画作成部は、前記
取得部が新たな設備情報を取得した場合、前記移動計画を作成した前回の作成時から所定
時間が経過した場合、又は、走行中の前記充電式自動車が実行中の前記移動計画の経路を
変更した場合、新たな前記移動計画を作成する。
【００２６】
　また、本発明の一態様は、上記に記載の車載器において、前記移動計画作成部は、前記
地図情報と前記設備情報に基づき、出発地又は現在位置と前記経路中の最初の前記供給設
備との間の移動経路、又は、目的地と前記経路中の最後の前記供給設備との間の移動経路
を含む前記移動計画を作成する。
【００２７】
　また、本発明の一態様は、上記に記載の車載器において、前記移動計画作成部は、前記
経路中の前記供給設備で受ける供給内容として、前記経路中で利用する前記充電式自動車
又は充電器を示す情報、利用開始時刻、利用終了時刻、前記経路中の前記供給設備の利用
料金を示す情報、及び、前記経路中で利用する前記供給設備の待ち時間を示す情報のうち
少なくとも１つを含む前記移動計画を作成する。
【００２８】
　また、本発明の一態様は、上記に記載の車載器において、前記移動計画作成部は、前記
移動計画の内容が予約された後に作成された前記移動計画のうち、予め決められた優先条
件における優先順位が、予約された前記移動計画の優先順位よりも高い移動計画がある場
合、前記優先順位が高い移動計画の方が有利であると判定する。
【００２９】
　また、本発明の一態様は、上記に記載の車載器において、前記移動計画作成部は、設定
された優先条件に基づき、複数の前記移動計画のうち前記優先条件を満たす最適な移動計
画を選択する。
【００３０】
　また、本発明の一態様は、上記に記載の車載器を搭載したことを特徴とする充電式自動
車である。
【００３１】
　また、本発明の一態様は、ネットワークを介して充電式自動車用経路検索装置に接続さ
れている端末であって、前記充電式自動車用経路検索装置は、前記充電式自動車を供給し
、かつ、当該充電式自動車を駐車するための駐車スペースを有する車両供給設備と、前記
充電式自動車の電池に電力を供給する充電器が設置される充電設備とを含む供給設備の利
用状況及び予約状況に関する設備情報を取得する取得部と、地図情報と前記設備情報に基
づき、利用する前記供給設備を含む目的地までの経路と、前記経路中の前記供給設備で受
ける供給内容とを含む移動計画を作成する移動計画作成部とを備え、前記利用状況に関す
る設備情報には、前記充電式自動車、前記駐車スペース及び前記充電器の現在時刻におけ
る利用可否を示す情報が含まれ、前記予約状況に関する設備情報には、前記充電式自動車
、前記駐車スペース及び前記充電器が使用される予定の期間を示す情報が含まれ、前記端
末は、前記充電式自動車の利用者が入力した情報を前記充電式自動車用経路検索装置に送
信し、前記充電式自動車用経路検索装置から前記移動計画を示す情報を受信することを特
徴とする端末である。
【００３２】
　また、本発明の一態様は、上記に記載の端末において、前記移動計画作成部は、前記経
路中で利用する前記供給設備として、前記経路中の次の前記車両供給設備又は次の前記充
電設備まで走行可能な充電残量の前記充電式自動車を確保している前記車両供給設備、又
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、前記充電式自動車が到着したときに当該充電式自動車が利用可能な空き充電器を備える
前記充電設備を含む前記移動計画を作成する。
【００３３】
　また、本発明の一態様は、上記に記載の端末において、前記移動計画作成部は、前記経
路中で利用する前記供給設備として、走行してきた充電式自動車を他の充電式自動車に乗
り換える乗換車両供給設備、又、走行してきた充電式自動車に電力を供給する前記充電設
備を含む前記移動計画を作成する。
【００３４】
　また、本発明の一態様は、上記に記載の端末において、前記設備情報を記憶する記憶部
と、予約された前記移動計画の内容に基づき、前記記憶部の前記設備情報を更新し、且つ
、前記取得部が取得した前記充電式自動車の充電残量を示す情報に基づき、前記記憶部の
前記設備情報を更新する更新部と、をさらに備える。
【００３５】
　また、本発明の一態様は、上記に記載の端末において、前記取得部は、前記設備情報と
して、前記車両供給設備に確保されている充電式自動車を示す情報、前記充電式自動車の
充電残量を示す情報、前記充電式自動車の予約状況を示す情報、前記充電設備に設けられ
る充電器の予約状況を示す情報、前記充電式自動車又は前記充電設備の利用料金を算出す
るための情報、及び、前記車両供給設備又は前記充電設備での待ち時間を算出するための
情報のうち少なくとも１つを取得する。
【００３６】
　また、本発明の一態様は、上記に記載の端末において、前記取得部は、前記充電式自動
車の現在位置を示す位置情報を取得し、前記移動計画作成部は、前記取得部が取得した前
記位置情報と前記地図情報と前記設備情報に基づき、利用する前記供給設備を含む経路で
あって、現在位置から目的地までの経路を含む前記移動計画を作成する。
【００３７】
　また、本発明の一態様は、上記に記載の端末において、前記移動計画作成部は、前記取
得部が新たな設備情報を取得した場合、前記移動計画を作成した前回の作成時から所定時
間が経過した場合、又は、走行中の前記充電式自動車が実行中の前記移動計画の経路を変
更した場合、新たな前記移動計画を作成する。
【００３８】
　また、本発明の一態様は、上記に記載の端末において、前記移動計画作成部は、前記地
図情報と前記設備情報に基づき、出発地又は現在位置と前記経路中の最初の前記供給設備
との間の移動経路、又は、目的地と前記経路中の最後の前記供給設備との間の移動経路を
含む前記移動計画を作成する。
【００３９】
　また、本発明の一態様は、上記に記載の端末において、前記移動計画作成部は、前記経
路中の前記供給設備で受ける供給内容として、前記経路中で利用する前記充電式自動車又
は充電器を示す情報、利用開始時刻、利用終了時刻、前記経路中の前記供給設備の利用料
金を示す情報、及び、前記経路中で利用する前記供給設備の待ち時間を示す情報のうち少
なくとも１つを含む前記移動計画を作成する。
【００４０】
　また、本発明の一態様は、上記に記載の端末において、前記移動計画作成部は、前記移
動計画の内容が予約された後に作成された前記移動計画のうち、予め決められた優先条件
における優先順位が、予約された前記移動計画の優先順位よりも高い移動計画がある場合
、前記優先順位が高い移動計画の方が有利であると判定する。
【００４１】
　また、本発明の一態様は、上記に記載の端末において、前記移動計画作成部は、設定さ
れた優先条件に基づき、複数の前記移動計画のうち前記優先条件を満たす最適な移動計画
を選択する。
【００４２】
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　また、本発明の一態様は、ネットワークを介して充電式自動車用経路検索装置に接続さ
れ、充電式自動車の電池に電力を供給する充電器であって、前記充電式自動車用経路検索
装置は、前記充電式自動車を供給し、かつ、当該充電式自動車を駐車するための駐車スペ
ースを有する車両供給設備と、前記充電器が設置される充電設備とを含む供給設備の利用
状況及び予約状況に関する設備情報を取得する取得部と、地図情報と前記設備情報に基づ
き、利用する前記供給設備を含む目的地までの経路と、前記経路中の前記供給設備で受け
る供給内容とを含む移動計画を作成する移動計画作成部とを備え、前記利用状況に関する
設備情報には、前記充電式自動車、前記駐車スペース及び前記充電器の現在時刻における
利用可否を示す情報が含まれ、前記予約状況に関する設備情報には、前記充電式自動車、
前記駐車スペース及び前記充電器が使用される予定の期間を示す情報が含まれ、前記充電
器は、予め決められた固有の識別情報である充電器ＩＤが割り当てられ、前記ネットワー
クを介して管理されることを特徴とする充電器である。
【００４３】
　また、本発明の一態様は、上記に記載の充電器において、前記移動計画作成部は、前記
経路中で利用する前記供給設備として、前記経路中の次の前記車両供給設備又は次の前記
充電設備まで走行可能な充電残量の前記充電式自動車を確保している前記車両供給設備、
又、前記充電式自動車が到着したときに当該充電式自動車が利用可能な空き充電器を備え
る前記充電設備を含む前記移動計画を作成する。
【００４４】
　また、本発明の一態様は、上記に記載の充電器において、前記移動計画作成部は、前記
経路中で利用する前記供給設備として、走行してきた充電式自動車を他の充電式自動車に
乗り換える乗換車両供給設備、又、走行してきた充電式自動車に電力を供給する前記充電
設備を含む前記移動計画を作成する。
【００４５】
　また、本発明の一態様は、上記に記載の充電器において、前記設備情報を記憶する記憶
部と、予約された前記移動計画の内容に基づき、前記記憶部の前記設備情報を更新し、且
つ、前記取得部が取得した前記充電式自動車の充電残量を示す情報に基づき、前記記憶部
の前記設備情報を更新する更新部と、をさらに備える。
【００４６】
　また、本発明の一態様は、上記に記載の充電器において、前記取得部は、前記設備情報
として、前記車両供給設備に確保されている充電式自動車を示す情報、前記充電式自動車
の充電残量を示す情報、前記充電式自動車の予約状況を示す情報、前記充電設備に設けら
れる充電器の予約状況を示す情報、前記充電式自動車又は前記充電設備の利用料金を算出
するための情報、及び、前記車両供給設備又は前記充電設備での待ち時間を算出するため
の情報のうち少なくとも１つを取得する。
【００４７】
　また、本発明の一態様は、上記に記載の充電器において、前記取得部は、前記充電式自
動車の現在位置を示す位置情報を取得し、前記移動計画作成部は、前記取得部が取得した
前記位置情報と前記地図情報と前記設備情報に基づき、利用する前記供給設備を含む経路
であって、現在位置から目的地までの経路を含む前記移動計画を作成する。
【００４８】
　また、本発明の一態様は、上記に記載の充電器において、前記移動計画作成部は、前記
取得部が新たな設備情報を取得した場合、前記移動計画を作成した前回の作成時から所定
時間が経過した場合、又は、走行中の前記充電式自動車が実行中の前記移動計画の経路を
変更した場合、新たな前記移動計画を作成する。
【００４９】
　また、本発明の一態様は、上記に記載の充電器において、前記移動計画作成部は、前記
地図情報と前記設備情報に基づき、出発地又は現在位置と前記経路中の最初の前記供給設
備との間の移動経路、又は、目的地と前記経路中の最後の前記供給設備との間の移動経路
を含む前記移動計画を作成する。
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【００５０】
　また、本発明の一態様は、上記に記載の充電器において、前記移動計画作成部は、前記
経路中の前記供給設備で受ける供給内容として、前記経路中で利用する前記充電式自動車
又は充電器を示す情報、利用開始時刻、利用終了時刻、前記経路中の前記供給設備の利用
料金を示す情報、及び、前記経路中で利用する前記供給設備の待ち時間を示す情報のうち
少なくとも１つを含む前記移動計画を作成する。
【００５１】
　また、本発明の一態様は、上記に記載の充電器において、前記移動計画作成部は、前記
移動計画の内容が予約された後に作成された前記移動計画のうち、予め決められた優先条
件における優先順位が、予約された前記移動計画の優先順位よりも高い移動計画がある場
合、前記優先順位が高い移動計画の方が有利であると判定する。
【００５２】
　また、本発明の一態様は、上記に記載の充電器において、前記移動計画作成部は、設定
された優先条件に基づき、複数の前記移動計画のうち前記優先条件を満たす最適な移動計
画を選択する。
【発明の効果】
【００５３】
　この発明によれば、充電式自動車を複数人で共有するカーシェアリングシステムにおい
て、設備の利用状況に応じて、目的地までの経路中で利用可能な設備を提供することがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【００５４】
【図１】本発明の一実施形態に係る充電式自動車用経路検索装置を含む充電式自動車　　
管理システムの一例を示す概略図である。
【図２】本発明の一実施形態に係る充電式自動車用経路検索装置（統括管理サーバ）　　
の構成例を示すブロック図である。
【図３】本発明の一実施形態に係るＥＶ車プールのダイナミックテーブルの一例を示　　
す図である。
【図４】本発明の一実施形態に係る充電ステーションのダイナミックテーブルの一例　　
を示す図である。
【図５】本発明の一実施形態に係る予約情報のダイナミックテーブルの一例を示す図　　
である。
【図６】本発明の一実施形態に係る充電式自動車用経路検索装置（統括管理サーバ）　　
が検索により得た経路の一例を示す図である。
【図７】本発明の一実施形態に係る充電式自動車用経路検索方法の一例について説明　　
するためのフローチャートである。
【図８】図７に示した充電式自動車用経路検索方法に含まれる移動計画作成処理の一　　
例を示すフローチャートである。
【図９】図７に示した充電式自動車用経路検索方法に含まれる予約処理の一例を示す　　
フローチャートである。
【図１０】図７に示した充電式自動車用経路検索方法に含まれる予約監視処理の一例　　
を示すフローチャートである。
【図１１】１４時におけるダイナミックテーブルの一例を示す図である。
【図１２】１４時におけるダイナミックテーブルの一例を示す図である。
【図１３】１４時におけるダイナミックテーブルの一例を示す図である。
【図１４】１５時におけるダイナミックテーブルの一例を示す図である。
【図１５】１５時におけるダイナミックテーブルの一例を示す図である。
【図１６】１５時におけるダイナミックテーブルの一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００５５】
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　以下、本発明の一実施形態に係る充電式自動車用経路検索装置を含む充電式自動車管理
システムの一例を示す。図１は、本発明の一実施形態に係る充電式自動車用経路検索装置
を含む充電式自動車管理システムの一例を示す概略図である。
　図１に示す通り、充電式自動車管理システムは、それぞれネットワークを介して接続さ
れる複数のＥＶ車プール管理サーバ１１，１２…と、複数の充電ステーション管理サーバ
２１，２２，２３…と、複数の車載器３１，３２，３３…と、充電式自動車用経路検索装
置としての統括管理サーバ４０とを備える。複数の車載器３１，３２，３３…は、複数の
シェアカー６１，６２，６３…のそれぞれに搭載されている。これら複数の車載器３１，
３２，３３…、又は、複数のシェアカー６１，６２，６３…には、予め決められた固有の
識別情報（車両ＩＤ）が割り当てられている。
【００５６】
　複数のＥＶ車プール管理サーバ１１，１２…は、それぞれ対応付けられたＥＶ車プール
１０１，１０２…での利用状況に関する設備情報を管理するサーバである。このＥＶ車プ
ールは、カーシェアリング用のシェアカーを駐車させ、利用者にシェアカーを供給する設
備（車両供給設備）である。このＥＶ車プールには、駐車中のシェアカーの電池、または
、シェアカーに着脱可能な電池に電力を供給する充電器が設定されるものであってもよい
。
　これら複数のＥＶ車プール管理サーバ１１，１２…は、ネットワークを介して、ＥＶ車
プールでの利用状況に関する情報を統括管理サーバ４０に送信する。例えば、これら複数
のＥＶ車プール管理サーバ１１，１２…は、それぞれ、ＥＶ車プール１０１，１０２…に
駐車しているシェアカーの電池残量、予約状況、利用状況を示す情報に、車両ＩＤを対応
付けた情報を統括管理サーバ４０に送信する。これら複数のＥＶ車プール管理サーバ１１
，１２…は、駐車しているシェアカーの車載器３１，３２，３３…から電池残量を示す情
報を取得する。これら複数のＥＶ車プール管理サーバ１１，１２…は、所定の入力部から
予約状況又は利用状況を示す情報を受け付けることが可能である。
【００５７】
　充電ステーション管理サーバ２１は、複数の充電器７１，７２，７３…が設置される充
電ステーション２０１での利用状況に関する設備情報を管理するサーバである。この充電
ステーション２０１は、カーシェアリング用のシェアカーの電池に電力を供給する設備（
充電設備）である。この充電ステーション２０１には、複数の充電器７１，７２，７３…
が設置されている。これら充電器７１，７２，７３…のそれぞれには、充電中のシェアカ
ーを駐車するための駐車スペースが用意されている。これら複数の充電器７１，７２，７
３…は、駐車中のシェアカーの電池、または、シェアカーに着脱可能な電池に電力を供給
する充電器である。
　他の充電ステーション管理サーバ２２，２３…は、充電ステーション管理サーバ２１と
同様、充電ステーション２０２，２０３…での利用状況に関する設備情報を管理するサー
バである。詳細な説明は省略する。
　これら複数の充電ステーション管理サーバ２１，２２，２３…は、ネットワークを介し
て、充電ステーションでの利用状況に関する情報を統括管理サーバ４０に送信する。例え
ば、これら複数の充電ステーション管理サーバ２１，２２，２３…は、充電ステーション
２０１，２０２，２０３…に設置される充電器の予約状況又は利用状況を示す情報に、充
電器ＩＤを対応付けた情報を統括管理サーバ４０に送信する。これら複数の充電ステーシ
ョン管理サーバ２１，２２，２３…は、所定の入力部から予約状況又は利用状況を示す情
報を受け付けることが可能である。なお、充電器ＩＤとは、充電ステーションに設置され
る充電器のそれぞれに割り当てらえる、予め決められた固有の識別情報である。
【００５８】
　複数の車載器３１，３２，３３…と、各車載器が搭載されている複数のシェアカー６１
，６２，６３…とは、車両ＩＤによって紐付けられている。本実施形態において、充電式
自動車の一例として、ＥＶ（ｅｌｅｃｔｒｉｃ ｃａｒ）車を利用した例について説明す
る。本発明はこれに限られず、充電式自動車には、ハイブリッド自動車も含まれる。
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　これら複数の車載器３１，３２，３３…は、ネットワークを介して、各車載器が搭載さ
れるシェアカーの利用状況に関する設備情報を統括管理サーバ４０に送信する。例えば、
これら複数の車載器３１，３２，３３…は、搭載されているシェアカーの電池残量を示す
情報、衛星測位システムを用いて取得した車載器の現在位置を示す情報、又は、搭載され
ているシェアカーの予約状況もしくは利用状況を示す情報を取得し、これらシェアカーの
電池残量、現在位置、予約状況もしくは利用状況を示す情報に、車両ＩＤを対応付けた情
報を統括管理サーバ４０に送信する。
【００５９】
　統括管理サーバ４０は、ネットワークを介して、ＥＶ車プール管理サーバ１１，１２…
、充電ステーション管理サーバ２１，２２，２３…、及び、端末５０と接続されている。
この統括管理サーバ４０は、ネットワークを介して、シェアカーを供給するＥＶ車プール
と、シェアカーの電池に電力を供給する充電ステーションとのうち少なくとも一方を含む
供給設備の利用状況に関する設備情報を取得する。この統括管理サーバ４０は、取得した
設備情報と地図情報に基づいて、利用する供給設備（ＥＶ車プール又は充電ステーション
）を含む目的地までの経路を検索するととともに、検索により得られた経路と、経路中の
供給施設で受ける供給内容とを含む移動計画を作成する。経路中の供給施設で受ける供給
内容には、例えば、経路中で利用するＥＶ車プール又は充電ステーションを示す情報、利
用するシェアカー又は充電器を示す情報、利用開始時刻、利用終了時刻、経路中のＥＶ車
プールもしくは充電ステーションの利用料金を示す情報、又は、経路中で利用するＥＶ車
プール又は充電ステーションの待ち時間を示す情報が含まれる。なお、詳細については後
述する。
【００６０】
　端末５０は、本実施形態の充電式自動車管理システムにおいて予め登録されている利用
者の端末である。この端末５０は、例えば、携帯電話端末やスマートフォン、タブレット
端末等である。この端末５０は、入力部及び出力部として機能するタッチパネルを備える
。
【００６１】
　次に、図２を参照して、本実施形態に係る統括管理サーバ４０の構成例について説明す
る。図２は、本実施形態に係る統括管理サーバ４０の構成例を示すブロック図である。
　図２に示す通り、統括管理サーバ４０は、通信部４０１と、ダイナミックテーブル作成
部４０２と、ダイナミックテーブル更新部４０３と、移動計画作成部４０４と、予約処理
部４０５と、記憶部４０６とを備える。
【００６２】
　通信部４０１は、ネットワークを介して、情報の送受信を行う。なお、統括管理サーバ
４０は、通信部４０１に替えて、操作部又はコネクタを介して情報を取得する入力インタ
ーフェースを備える構成であってもよい。
【００６３】
　ダイナミックテーブル作成部４０２は、複数のＥＶ車プール管理サーバ１１，１２…、
複数の充電ステーション管理サーバ２１，２２，２３…、又は、複数の車載器３１，３２
，３３…から受信した情報に基づき、シェアカーを供給するＥＶ車プールの利用状況に関
する設備情報を、記憶部４０６のＥＶ車プールのダイナミックテーブル４６１に書き込み
、ＥＶ車プールのダイナミックテーブル４６１を作成する。
　このダイナミックテーブル作成部４０２は、複数のＥＶ車プール管理サーバ１１，１２
…、複数の充電ステーション管理サーバ２１，２２，２３…、又は、複数の車載器３１，
３２，３３…から受信した情報に基づき、シェアカーの電池に電力を供給する充電ステー
ションの利用状況に関する設備情報を、記憶部４０６の充電ステーションのダイナミック
テーブル４６２に書き込み、充電ステーションのダイナミックテーブル４６２を作成する
。
【００６４】
　ダイナミックテーブル更新部４０３は、入力するシェアカーの充電残量に基づき、ＥＶ
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車プールのダイナミックテーブル４６１の設備情報を更新する。また、ダイナミックテー
ブル更新部４０３は、予約情報のダイナミックテーブル４６３が更新された場合、予約さ
れた移動計画の内容に基づき、ＥＶ車プールのダイナミックテーブル４６１の設備情報、
又は、充電ステーションのダイナミックテーブル４６２の設備情報を更新する。
【００６５】
　移動計画作成部４０４は、記憶部４０６を参照して、設備情報と地図情報に基づいて、
利用するＥＶ車プール又は充電ステーションを含む目的地までの経路を検索するとととも
に、検索により得られた経路と、経路中のＥＶ車プール又は充電ステーションで受ける供
給内容とを含む移動計画を作成する。
　この移動計画作成部４０４は、経路中で利用する供給設備として、経路中の次のＥＶ車
プール又は次の充電ステーションまで走行可能な充電残量のシェアカーを確保しているＥ
Ｖ車プール、又、シェアカーが到着したときに到着したシェアカーが利用可能な空き充電
器を備える充電ステーションを含む移動計画を作成する。具体的に説明すると、移動計画
作成部４０４は、次のＥＶ車プール又は次の充電ステーションまで走行した場合の消費電
力量を算出し、算出した消費電力量以上を提供可能な充電残量のシェアカーを確保してい
るか否かを判定する。
　この移動計画作成部４０４は、経路中で利用する供給設備として、走行してきたシェア
カーを他のシェアカーに乗り換えるＥＶ車プール、又、走行してきたシェアカーに電力を
供給する充電ステーションを含む移動計画を作成する。
【００６６】
　この移動計画作成部４０４は、出発地と目的地が指定されると、例えば利用者により決
定された優先条件（最短時間、最小距離、最小コスト、経由地点最少等）に基づき、移動
計画のうち優先条件を満たす最適な移動計画を選択する。例えば、優先条件として、走行
時間が最優先であることが決められている場合、移動計画作成部４０４は、走行時間が最
も短い移動計画を、最適な移動計画として選択する。例えば、優先条件として、料金が最
優先であることが決められている場合、移動計画作成部４０４は、料金が最も安い移動計
画を、最適な移動計画として選択する。
　また、移動計画作成部４０４は、優先条件に基づき、検索により得られた経路の中から
予め決められた数以下の最適な経路を抽出して、抽出した経路に基づき移動計画を作成す
るものであってもよい。
　具体的に説明すると、電池の充電残量が降車地点のＥＶ車プールまでもたない場合は、
充電地点を中継すると充電時間の待ち時間が発生する。途中の充電ステーションで充電す
る移動計画では走行時間が長くなるが、途中のＥＶ車プールで充電残量の多い他のシェア
カーに乗り換えた場合に比べて料金が安くなるとする。優先条件として、走行時間が最優
先であることが決められている場合、移動計画作成部４０４は、途中のＥＶ車プールで充
電残量の多い他のシェアカーに乗り換える経路を、最適な移動計画として選択する。優先
条件として、例えば、料金が最優先であることが決められている場合、移動計画作成部４
０４は、途中の充電ステーションで充電する経路を、最適な移動計画として選択する。
　また、移動計画作成部４０４は、出発地から目的地までの経路を走行可能なシェアカー
が乗車地点及び乗換地点のＥＶ車プールにない場合、目的地とは異なる代替目的地を設定
し、乗車地点にあるシェアカーの電池の充電残量で走行可能な経路を検索する。この移動
計画作成部４０４は、検索により得られた代替目的地を走行する移動計画を作成する。
【００６７】
　予約処理部４０５は、端末５０を介して、移動計画作成部４０４により作成された移動
計画の内容が予約された場合、端末５０から受信した予約を指示する情報に基づき、シェ
アカーの予約を受け付ける。この予約処理部４０５は、受け付けた予約の内容を、記憶部
４０６の予約情報のダイナミックテーブル４６３に書き込む。
【００６８】
　記憶部４０６は、統括管理サーバ４０の処理に必要な種々の情報を記憶する。この記憶
部４０６は、例えば、ＥＶ車プールのダイナミックテーブル４６１と、充電ステーション
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のダイナミックテーブル４６２と、予約情報のダイナミックテーブル４６３と、地図情報
と、移動条件情報とを備える。地図情報は、一般的な地理を示す地図にＥＶ車プール又は
充電ステーションの位置が対応付けられた情報である。移動条件情報は、検索により得ら
れた経路を移動した場合の移動時間、移動距離、及び消費電力を算出するための情報であ
る。
　この記憶部４０６は、設備情報として、シェアカー又は充電ステーションの利用料金を
算出するための情報、シェアカー又は充電ステーションでの待ち時間を算出するための情
報を記憶する。この利用料金を算出するための情報には、充電電力量に応じて決められる
利用料金、又は、シェアカー又は充電器の利用時間に応じて決められる利用料金を示す情
報が含まれる。待ち時間を算出するための情報には、充電器の種類もしくは電池に応じて
決められている充電時間が含まれる。なお、ダイナミックテーブルの予約状況又は利用状
況を示す情報は、待ち時間を算出するための情報ということもできる。
　なお、記憶部４０６は、統括管理サーバ４０の外部の構成であってもよく、この場合、
統括管理サーバ４０は、外部の記憶部から、上述した記憶部４０６に格納されている情報
を取得する。
【００６９】
　次に、図３を参照して、ＥＶ車プールのダイナミックテーブル４６１の一例について説
明する。図３は、ＥＶ車プールのダイナミックテーブル４６１の一例を示す図である。こ
のＥＶ車プールのダイナミックテーブル４６１は、複数のＥＶ車プール１０１，１０２…
ごとに作成されるダイナミックテーブルである。図３に示すＥＶ車プールのダイナミック
テーブル４６１は、ＥＶ車プール１０１についての利用状況に関する設備情報を格納する
テーブルである。
　図３に示す通り、ＥＶ車プールのダイナミックテーブル４６１は、車両ＩＤ、電池残量
、予約状況、及び、利用状況を示す情報を、それぞれ対応付けるテーブルである。
　この車両ＩＤを示す情報は、ＥＶ車プール１０１に駐車されているシェアカーの車両Ｉ
Ｄを示す情報である。
　電池残量を示す情報は、各シェアカーの電池の残量を示す情報である。
　予約状況を示す情報は、各シェアカーの予約状況を示す情報である。この予約状況を示
す情報は、シェアカーが貸し出されている期間を示す情報であって、例えば、乗車地点に
おいてシェアカーを貸し出す時刻と、降車地点においてシェアカーを返却する時刻を示す
情報を含む。
　利用状況を示す情報は、各シェアカーの利用状況を示す情報である。この利用状況を示
す情報は、現在時刻において、各シェアカーが利用されている状態（つまり、ＥＶ車プー
ルにいない状態）であるか、又は、各シェアカーが利用されていない状態（つまり、ＥＶ
車プールにおいて待機状態）であるかを示す情報である。
【００７０】
　次に、図４を参照して、充電ステーションのダイナミックテーブル４６２の一例につい
て説明する。図４は、充電ステーションのダイナミックテーブル４６２の一例を示す図で
ある。この充電ステーションのダイナミックテーブル４６２は、複数の充電ステーション
２０１，２０２，２０３…ごとに作成されるダイナミックテーブルである。図４に示す充
電ステーションのダイナミックテーブル４６２は、充電ステーション２０１についての利
用状況に関する設備情報を格納するテーブルである。
　図４に示す通り、充電ステーションのダイナミックテーブル４６２は、充電器ＩＤ、予
約状況、及び、利用状況を示す情報を、それぞれ対応付けるテーブルである。
　この充電器ＩＤを示す情報は、充電ステーション２０１に設置されている充電器の充電
器ＩＤを示す情報である。
　予約状況を示す情報は、各充電器の予約状況を示す情報である。この予約状況を示す情
報は、充電器が使用中である期間を示す情報であって、例えば、充電器の使用開始時刻と
、使用終了時刻を示す情報を含む。
　利用状況を示す情報は、各充電器の利用状況を示す情報である。この利用状況を示す情
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報は、現在時刻において、各充電器が使用中であるか、又は、使用中でないかを示す情報
である。
【００７１】
　次に、図５を参照して、予約情報のダイナミックテーブル４６３の一例について説明す
る。図５は、予約情報のダイナミックテーブル４６３の一例を示す図である。この予約情
報のダイナミックテーブル４６３は、予約ごと、例えば、利用者もしくは複数の車載器３
１，３２，３３…ごとに作成されるダイナミックテーブルである。図５に示す予約情報の
ダイナミックテーブル４６３は、車載器３１についての予約情報を格納するテーブルであ
る。
　図５に示す通り、予約情報のダイナミックテーブル４６３は、車両ＩＤ、利用者ＩＤ、
出発地、目的地、予約時間、予約経路、経由地点、電池残量を示す情報を、それぞれ対応
付けるテーブルである。
　車両ＩＤを示す情報は、利用予約されているシェアカーの車両ＩＤを示す情報である。
　利用者ＩＤを示す情報は、利用予約している利用者の利用者ＩＤを示す情報である。
　出発地を示す情報と目的地を示す情報は、利用者が予約した出発地と目的地を示す情報
である。
　予約時間を示す情報は、シェアカーが貸し出されている期間を示す情報であって、例え
ば、乗車地点においてシェアカーを貸し出す時刻と、降車地点においてシェアカーを返却
する時刻を示す情報を含む。
　予約経路を示す情報は、利用者により予約された移動計画に含まれる経路を示す情報で
ある。
　経由地点を示す情報は、予約経路が示す経路に含まれる経由地点を示す情報である。こ
の経由地点には、経路の途中でシェアカーの電池に電力を供給する充電ステーション、又
は、シェアカーを交換するため経路の途中で他のシェアカーを供給するＥＶ車プールが含
まれる。
　電池残量を示す情報は、利用予約されているシェアカーの電池の残量を示す情報である
。
【００７２】
　次に、図６を参照して、本実施形態に係る統括管理サーバ４０が検索により得た経路の
一例について説明する。図６は、本実施形態に係る統括管理サーバ４０が検索により得た
経路の一例を示す図である。
　図６では、四角形のアイコンがＥＶ車プールを、三角形のアイコンが充電ステーション
を、それぞれ示している。
【００７３】
　経路１、２は、出発地から目的地まで、ＥＶ車プール又は充電ステーションを経由せず
に、乗車地点にあるシェアカーで降車地点まで走行する経路である。
　経路１：
　出発地→ＥＶ車プール１０１［Ａポイント］→目的地→ＥＶ車プール１０４［Ｅポイン
ト］
　経路２：
　出発地→ＥＶ車プール１０１［Ａポイント］→目的地→ＥＶ車プール１０５［Ｆポイン
ト］
【００７４】
　経路３～６は、出発地から目的地まで、充電ステーションを経由し、乗車地点にあるシ
ェアカーの電池を経由地点で充電して、降車地点まで走行する経路である。
　経路３：
　出発地→ＥＶ車プール１０１［Ａポイント］→目的地→充電ステーション２０２［Ｇポ
イント］→ＥＶ車プール１０４［Ｅポイント］
　経路４：
　出発地→ＥＶ車プール１０１［Ａポイント］→充電ステーション２０１［Ｃポイント］
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→目的地→ＥＶ車プール１０４［Ｅポイント］
　経路５：
　出発地→ＥＶ車プール１０１［Ａポイント］→充電ステーション２０１［Ｃポイント］
→目的地→ＥＶ車プール１０５［Ｆポイント］
　経路６：
　出発地→ＥＶ車プール１０１［Ａポイント］→充電ステーション２０１［Ｃポイント］
→目的地→充電ステーション２０２［Ｇポイント］→ＥＶ車プール１０４［Ｅポイント］
【００７５】
　経路７，８は、出発地から目的地まで、ＥＶ車プールを経由し、乗車地点にあるシェア
カーを経由地点で乗り換えて、降車地点まで走行する経路である。
　経路７：
　出発地→ＥＶ車プール１０１［Ａポイント］→ＥＶ車プール１０３［Ｄポイント］→目
的地→ＥＶ車プール１０４［Ｅポイント］
　経路８：
　出発地→ＥＶ車プール１０１［Ａポイント］→ＥＶ車プール１０３［Ｄポイント］→目
的地→ＥＶ車プール１０５［Ｆポイント］
【００７６】
　経路９は、出発地から目的地まで、ＥＶ車プールと充電ステーションを経由し、乗車地
点にあるシェアカーを経由地点で乗り換えるとともに、乗車地点にあるシェアカーの電池
を経由地点で充電して、降車地点まで走行する経路である。
　経路９：
　出発地→ＥＶ車プール１０１［Ａポイント］→ＥＶ車プール１０３［Ｄポイント］→目
的地→充電ステーション２０２［Ｇポイント］→ＥＶ車プール１０４［Ｅポイント］
【００７７】
　経路１０～１１は、出発地から目的地まで、ＥＶ車プールを経由し、乗車地点にあるシ
ェアカーを経由地点で乗り換えて、降車地点まで走行する経路である。
　経路１０：
　出発地→ＥＶ車プール１０２［Ｂポイント］→ＥＶ車プール１０６［Ｈポイント］→目
的地→ＥＶ車プール１０４［Ｅポイント］
　経路１１：
　出発地→ＥＶ車プール１０２［Ｂポイント］→ＥＶ車プール１０６［Ｈポイント］→目
的地→ＥＶ車プール１０５［Ｆポイント］
【００７８】
　経路１２～１５は、出発地から目的地まで、ＥＶ車プールと充電ステーションを経由し
、乗車地点にあるシェアカーを経由地点で乗り換えるとともに、乗車地点にあるシェアカ
ーの電池を経由地点で充電して、降車地点まで走行する経路である。
　経路１２：
　出発地→ＥＶ車プール１０２［Ｂポイント］→ＥＶ車プール１０６［Ｈポイント］→目
的地→充電ステーション２０２［Ｇポイント］→ＥＶ車プール１０４［Ｅポイント］
　経路１３：
　出発地→ＥＶ車プール１０２［Ｂポイント］→充電ステーション２０３［Ｉポイント］
→ＥＶ車プール１０７［Ｊポイント］→目的地→ＥＶ車プール１０４［Ｅポイント］
　経路１４：
　出発地→ＥＶ車プール１０２［Ｂポイント］→充電ステーション２０３［Ｉポイント］
→ＥＶ車プール１０７［Ｊポイント］→目的地→ＥＶ車プール１０５［Ｆポイント］
　経路１５：
　出発地→ＥＶ車プール１０２［Ｂポイント］→充電ステーション２０３［Ｉポイント］
→ＥＶ車プール１０７［Ｊポイント］→目的地→充電ステーション２０２［Ｇポイント］
→ＥＶ車プール１０４［Ｅポイント］
【００７９】



(20) JP 6254722 B2 2017.12.27

10

20

30

40

50

　経路１６～１８は、出発地から目的地まで、充電ステーションを経由し、乗車地点にあ
るシェアカーの電池を経由地点で充電して、降車地点まで走行する経路である。
　経路１６：
　出発地→ＥＶ車プール１０１［Ｂポイント］→充電ステーション２０４［Ｋポイント］
→目的地→ＥＶ車プール１０４［Ｅポイント］
　経路１７：
　出発地→ＥＶ車プール１０１［Ｂポイント］→充電ステーション２０４［Ｋポイント］
→目的地→ＥＶ車プール１０５［Ｆポイント］
　経路１８：
　出発地→ＥＶ車プール１０１［Ｂポイント］→充電ステーション２０４［Ｋポイント］
→目的地→充電ステーション２０２［Ｇポイント］→ＥＶ車プール１０４［Ｅポイント］
【００８０】
　経路１９は、出発地から目的地まで走行可能なシェアカーが乗車地点にない場合、代替
目的地を設定し、乗車地点にあるシェアカーの電池の充電残量で走行可能な経路である。
　経路１９：
　出発地→ＥＶ車プール１０１［Ａポイント］→代替目的地→ＥＶ車プール１０１［Ａポ
イント］
【００８１】
　次に、図７を参照して、本実施形態に係る充電式自動車用経路検索方法の一例について
説明する。図７は、本実施形態に係る充電式自動車用経路検索方法の一例について説明す
るためのフローチャートである。
（ステップＳＴ１０１）
　統括管理サーバ４０のダイナミックテーブル作成部４０２は、複数のＥＶ車プール管理
サーバ１１，１２…、複数の充電ステーション管理サーバ２１，２２，２３…、又は、複
数の車載器３１，３２，３３…から受信した情報に基づき、ＥＶ車プールのダイナミック
テーブル４６１と充電ステーションのダイナミックテーブル４６２を作成し、記憶部４０
６に格納する。このダイナミックテーブル作成部４０２は、これに限られず、設備情報と
して、シェアカー又は充電ステーションの利用料金を算出するための情報、又は、シェア
カー又は充電ステーションの待ち時間を算出するための情報を受信した場合、これら情報
を記憶部４０６に格納するダイナミックテーブルを作成してもよい。
【００８２】
（ステップＳＴ１０２）
　統括管理サーバ４０のダイナミックテーブル更新部４０３は、所定のタイミングで、複
数のＥＶ車プール管理サーバ１１，１２…、複数の充電ステーション管理サーバ２１，２
２，２３…、又は、複数の車載器３１，３２，３３…から受信した設備情報に基づき、記
憶部４０６に格納されているダイナミックテーブル、例えば、ＥＶ車プールのダイナミッ
クテーブル４６１と充電ステーションのダイナミックテーブル４６２を更新する。このダ
イナミックテーブル更新部４０３は、例えば、各ダイナミックテーブルを作成した時刻か
ら所定時間が経過した場合、又は、前回の更新から所定時間が経過した場合、各ダイナミ
ックテーブルを更新する。
【００８３】
（ステップＳＴ１０３）
　次いで、端末５０の所有者である利用者が、シェアカーの利用予約を目的として、出発
地と目的地を端末５０に入力する。この端末５０は、受け付けた出発地と目的地を示す情
報を統括管理サーバ４０に送信する。ここで、端末５０は、出発予定時刻、到着予定時刻
、又は、優先条件等を受け付け、受け付けた情報を統括管理サーバ４０に送信するもので
あってもよい。この優先条件は、移動計画において優先すべき条件であって、例えば、料
金、走行時間、走行距離のうち、優先されるべき条件の順位（優先度）を示す情報である
。
【００８４】
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（ステップＳＴ１０４）
　統括管理サーバ４０の移動計画作成部４０４は、受信した出発地と目的地を示す情報に
基づき、記憶部４０６の地図情報とダイナミックテーブルを参照して、利用するＥＶ車プ
ール又は充電ステーションを含む目的地までの経路と、経路中のＥＶ車プール又は充電ス
テーションで受ける供給内容を含む移動計画を作成する。なお、処理の詳細については後
述する。
【００８５】
（ステップＳＴ１０５）
　そして、統括管理サーバ４０の通信部４０１は、移動計画作成部４０４が作成した少な
くとも１つの移動計画を示す情報を端末５０に送信する。
（ステップＳＴ１０６）
　端末５０は、統括管理サーバ４０から移動計画を示す情報を受信し、少なくとも１つの
移動計画を示す情報を自身の画面に表示する。
（ステップＳＴ１０７）
　そして、利用者が、端末５０のタッチパネルを介して、表示されている移動計画のうち
いずれか１つを選択して、選択した移動計画用のシャアカーの予約を指示する。
　この端末５０は、利用者から選択された移動計画用のシェアカーの予約を受け付け、選
択された移動計画用のシェアカーの予約を指示する情報を統括管理サーバ４０に送信する
。
【００８６】
（ステップＳＴ１０８）
　統括管理サーバ４０の予約処理部４０５は、端末５０から受信した情報に基づき、利用
者により選択された移動計画の内容に基づき、シェアカーの予約を受理する処理を実行す
る。
（ステップＳＴ１０９）
　次いで、統括管理サーバ４０の移動計画作成部４０４は、受理した予約の経路よりも有
効な経路があるか否かを監視し、有利な経路への変更があった場合、予約内容を変更する
予約監視処理を実行する。なお、詳細については後述する。
【００８７】
　次に、図８を参照して、図７に示した充電式自動車用経路検索方法に含まれる移動計画
作成処理の一例について説明する。図８は、図７に示した充電式自動車用経路検索方法に
含まれる移動計画作成処理の一例を示すフローチャートである。
（ステップＳＴ２０１）
　移動計画作成部４０４は、端末５０から受信した出発地と目的地を示す情報に基づき、
記憶部４０６の地図情報を参照して、シェアカーを利用して出発地から目的地まで行くた
めの経路を検索する。
　具体的に説明すると、移動計画作成部４０４は、出発地と目的地が設定された場合、地
図情報を参照して、出発地から一定距離の範囲内にある乗車地点のＥＶ車プールと、目的
地から一定距離の範囲内にある降車地点のＥＶ車プールとを検索する。また、移動計画作
成部４０４は、地図情報を参照して、乗車地点のＥＶ車プールから降車地点のＥＶ車プー
ルまでの経路を検索し、この経路の途中で経由するＥＶ車プール又は充電ステーションを
検索する。そして、移動計画作成部４０４は、地図情報を参照して、この出発地から目的
地までの経路、及び、降車地点から目的地もしくは目的地から降車地点までの経路を検索
する。
　このようにして、移動計画作成部４０４は、例えば、図６を用いて説明した複数の経路
１～１８を検索により得る。
　また、移動計画作成部４０４は、記憶部４０６の移動条件情報と設備情報を参照して、
経路１～１８それぞれの移動距離、移動時間、消費電力をそれぞれ求める。
【００８８】
（ステップＳＴ２０２）
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　そして、移動計画作成部４０４は、検索により得た経路１～１８の中から一の経路を選
択し、選択した経路が、乗車地点から降車地点までの間に乗換地点（ＥＶ車プール）又は
充電地点（充電ステーション）を経由する経路であるか否かを判定する。
　例えば、移動計画作成部４０４が、経路１を選択したとする。この場合、移動計画作成
部４０４は、経路１が乗換地点又は充電地点を経由しない経路であると判定し、ステップ
ＳＴ２０３の処理に移行する。
【００８９】
（ステップＳＴ２０３）
　選択した経路１が乗換地点又は充電地点を経由しない経路であると判定した場合、移動
計画作成部４０４は、記憶部４０６のＥＶ車プールのダイナミックテーブル４６１を参照
して、経路１の乗車地点のＥＶ車プール１０１［Ａポイント］に確保されているシェアカ
ーの中に、降車地点のＥＶ車プール１０４［Ｅポイント］まで走行可能な充電残量のシェ
アカーがあるか否かを判定する。具体的に説明すると、移動計画作成部４０４は、経路１
を走行する際に必要な消費電力以上の充電残量のシェアカーが、乗車地点のＥＶ車プール
に確保されているか否かを判定する。
【００９０】
（ステップＳＴ２０４）
　経路１の乗車地点のＥＶ車プール１０１［Ａポイント］に確保されているシェアカーの
中に、降車地点のＥＶ車プール１０４［Ｅポイント］まで走行可能な充電残量のシェアカ
ーがあると判定した場合、移動計画作成部４０４は、ＥＶ車プールのダイナミックテーブ
ル４６１の予約状況に基づき、到着予定時刻に、経路１の降車地点のＥＶ車プール１０４
［Ｅポイント］でシェアカーを駐車できる空スペースが確保できるか否かを判定する。こ
の移動計画作成部４０４は、例えば、現在時刻から経路１を走行する際に必要な移動時間
を加算した時刻を、到着予定時刻として求める。なお、本発明はこれに限られず、移動計
画作成部４０４は、利用者から指定された出発予定時刻に移動時間を加算した時刻を到着
予定時刻として求めるものであってもよい。
【００９１】
（ステップＳＴ２０５）
　到着予定時刻に、経路１の降車地点のＥＶ車プール１０４［Ｅポイント］でシェアカー
を駐車できる空スペースが確保できると判定した場合、移動計画作成部４０４は、この経
路１の移動計画を作成する。つまり、移動計画作成部４０４は、経路１を利用した場合の
利用料金を求め、この利用料金、ステップＳＴ２０１において既に求めた経路内容（出発
地→ＥＶ車プール１０１［Ａポイント］→目的地→ＥＶ車プール１０４［Ｅポイント］）
、経路中のＥＶ車プール又は充電ステーションに到着する時刻、移動距離、移動時間、及
び消費電力を示す情報を含む移動計画を作成する。この移動計画作成部４０４は、経路１
中で利用するＥＶ車プール又は充電ステーションで受ける供給内容（例えば、乗り換える
シェアカーの車両ＩＤ又は充電する充電器の充電器ＩＤ等）を含む移動計画を作成する。
【００９２】
（ステップＳＴ２０６）
　そして、移動計画作成部４０４は、全ての経路についてステップＳＴ２０２の判定処理
が終了したか否かを判定する。全ての経路についてステップＳＴ２０２の判定処理が終了
したと判定した場合、移動計画作成部４０４は、図７に示すステップＳＴ１０５に進む。
一方、全ての経路についてステップＳＴ２０２の判定処理が終了していないと判定した場
合、移動計画作成部４０４は、ステップＳＴ２０２に戻る。
【００９３】
（ステップＳＴ２０７）
　ステップＳＴ２０２において、移動計画作成部４０４が、例えば経路１３を選択したと
する。この場合、移動計画作成部４０４は、経路１３が乗換地点又は充電地点を経由する
経路であると判定し、ステップＳＴ２０７の処理に進む。
　このように、選択した経路１３が乗換地点又は充電地点を経由する経路であると判定し
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た場合、移動計画作成部４０４は、記憶部４０６のＥＶ車プールのダイナミックテーブル
４６１を参照して、経路１３の乗車地点のＥＶ車プール１０２［Ｂポイント］に確保され
ているシェアカーの中に、次の経由地点の充電ステーション２０３［Ｉポイント］まで走
行可能な充電残量のシェアカーがあるか否かを判定する。具体的に説明すると、移動計画
作成部４０４は、経路１３のうち、ＥＶ車プール１０２［Ｂポイント］から充電ステーシ
ョン２０３［Ｉポイント］まで走行するために必要な消費電力を求め、求めた消費電力以
上の充電残量のバッテリーを有するシェアカーが確保されているか否かを判定する。
【００９４】
（ステップＳＴ２０８）
　次の経由地点まで走行可能な充電残量のシェアカーがあると判定した場合、移動計画作
成部４０４は、次の地点が充電ステーションであるかＥＶ車プールであるかを判定する。
　経路１３の場合、ＥＶ車プール１０２［Ｂポイント］の次の地点は充電ステーション２
０３［Ｉポイント］であるため、移動計画作成部４０４は、ステップＳＴ２０９に進む。
【００９５】
（ステップＳＴ２０９）
　次の地点が充電ステーションであると判定した場合、移動計画作成部４０４は、記憶部
４０６の充電ステーションのダイナミックテーブル４６２を参照して、この充電ステーシ
ョンに設置されている充電器の中に、この充電ステーションに到着する予定時刻において
使用が予定されていない充電器があるか否かを判定する。
【００９６】
（ステップＳＴ２１０）
　充電ステーションに設置されている充電器の中に、この充電ステーションに到着する予
定時刻において使用が予定されていない充電器があると判定した場合、移動計画作成部４
０４は、この充電ステーションから次の充電ステーション又はＥＶ車プールまで走行可能
な電力を充電するためにかかる時間を算出する。
【００９７】
（ステップＳＴ２１１）
　次いで、移動計画作成部４０４は、次の地点が降車地点か否かを判定する。経路１３の
場合、充電ステーション２０３［Ｉポイント］の次はＥＶ車プール１０７［Ｊポイント］
である。よって、移動計画作成部４０４は、次の地点が降車地点ではないと判定し、ステ
ップＳＴ２０８に戻る。
　そして、ステップＳＴ２０８に戻って、移動計画作成部４０４は、次の地点がＥＶ車プ
ールであると判定し、ステップＳＴ２１２に進む。
【００９８】
（ステップＳＴ２１２）
　次いで、移動計画作成部４０４は、記憶部４０６のＥＶ車プールのダイナミックテーブ
ル４６１を参照して、経路１３の経由地点のＥＶ車プール１０７［Ｊポイント］に確保さ
れているシェアカーの中に、次の地点まで走行可能な充電残量のシェアカーがあるか否か
を判定する。具体的に説明すると、移動計画作成部４０４は、経路１３のうち、ＥＶ車プ
ール１０７［Ｊポイント］から降車地点のＥＶ車プール１０４［Ｅポイント］まで走行す
るために必要な消費電力を求め、求めた消費電力以上の充電残量のシェアカーが確保され
ているか否かを判定する。
　次の地点まで走行するために必要な消費電力以上の充電残量のシェアカーが確保されて
いると判定した場合、移動計画作成部４０４は、ステップＳＴ２１１に進む。
【００９９】
（ステップＳＴ２１３）
　そして、ステップＳＴ２１１において、次の地点が降車地点であると判定した場合、移
動計画作成部４０４は、記憶部４０６のＥＶ車プールのダイナミックテーブル４６１を参
照して、到着予定時刻に、経路１３の降車地点のＥＶ車プールでシェアカーを駐車できる
空スペースが確保できるか否かを判定する。この移動計画作成部４０４は、例えば、現在
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時刻から経路１３を移動するために必要な移動時間と充電ステーション２０３［Ｉポイン
ト］において充電にかかる時間を加算した時刻を、到着予定時刻として求める。なお、本
発明はこれに限られず、移動計画作成部４０４が、利用者から指定された出発予定時刻に
移動時間と充電時間を加算した時刻を到着予定時刻として求めるものであってもよい。
【０１００】
（ステップＳＴ２１４）
　次いで、到着予定時刻に、経路１３の降車地点のＥＶ車プール１０４［Ｅポイント］で
シェアカーを駐車できる空スペースが確保できると判定した場合、移動計画作成部４０４
は、この経路１３の移動計画を作成する。つまり、移動計画作成部４０４は、記憶部４０
６のＥＶ車プールのダイナミックテーブル４６１を参照して、経路１３を利用した場合の
利用料金を求め、求めた利用料金、ステップＳＴ２０１において既に求めた経路内容（出
発地→ＥＶ車プール１０２［Ｂポイント］→充電ステーション２０３［Ｉポイント］→Ｅ
Ｖ車プール１０７［Ｊポイント］→目的地→ＥＶ車プール１０４［Ｅポイント］）、経路
中のＥＶ車プール又は充電ステーションに到着する時刻、移動距離、移動時間、及び、消
費電力を示す情報を含む移動計画を作成する。この移動計画作成部４０４は、経路１中で
利用するＥＶ車プール又は充電ステーションで受ける供給内容（例えば、乗り換えるシェ
アカーの車両ＩＤ又は充電する充電器の充電器ＩＤ等）を含む移動計画を作成する。
【０１０１】
　なお、移動計画作成部４０４は、ステップＳＴ２０３，２０４，２０７，２０９，２１
２においてＮＯと判断した場合、待ち時間を算出するものであってもよい。例えば、移動
計画作成部４０４は、到着時刻においてシェアカーもしくは充電器を利用する予約が入っ
ている場合、この予約の終了時間まで待つ時間を算出する。また、移動計画作成部４０４
は、次の地点まで走行可能な充電残量のシェアカーがない場合、次の地点まで走行可能な
電力の充電が完了するまでの待ち時間を算出する。
【０１０２】
　次に、図９を参照して、図７に示した充電式自動車用経路検索方法に含まれる予約処理
の一例について説明する。図９は、図７に示した充電式自動車用経路検索方法に含まれる
予約処理の一例を示すフローチャートである。
（ステップＳＴ３０１）
　予約処理部４０５は、シェアカーの予約を指示する情報を端末５０から受信したか否か
判定する。このシェアカーの予約を指示する情報には、利用者により選択された移動計画
を示す情報が含まれている。
【０１０３】
（ステップＳＴ３０２）
　端末５０からシェアカーの予約を指示する情報を受信したと判定した場合、予約処理部
４０５は、ＥＶ車プールのダイナミックテーブル４６１と充電ステーションのダイナミッ
クテーブル４６２を参照して、受信した情報に基づき、利用者により選択された移動計画
の経路を走行可能な設備が確保されているか否かを判定する。言い換えると、予約処理部
４０５は、移動計画作成部４０４によって作成された移動計画において利用が予定されて
いる設備が確保されているか否かを判定する。移動計画の作成時から予約までの間で他者
からの予約があった場合、予約できない移動計画となっている可能性があるからである。
　例えば、予約処理部４０５が、経路１の移動計画用のシェアカーの予約を指示する情報
を受信したとする。この場合、予約処理部４０５は、乗車地点のＥＶ車プール１０１［Ａ
ポイント］から降車地点のＥＶ車プール１０４［Ｅポイント］まで走行可能な充電残量の
シェアカーが確保されており、かつ、降車地点のＥＶ車プール１０４［Ｅポイント］でシ
ェアカーを駐車できる空スペースが確保できるか否かを判定する。
【０１０４】
（ステップＳＴ３０３）
　利用者により選択された移動計画の経路を走行可能な設備が確保されていると判定した
場合、予約処理部４０５は、この利用者により選択された移動計画の経路を走行するシェ
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アカーと降車地点の駐車スペースを予約する。
　ここで、利用者により選択された移動計画の経路の経由地点に充電ステーションが含ま
れている場合、予約処理部４０５は、経由地点の充電ステーションに設置されている充電
器を予約する。
　具体的に説明すると、予約処理部４０５は、予約を指示する情報を送信した端末５０の
端末識別情報と対応付けられている利用者ＩＤと、予約した移動計画で利用されるシェア
カーの車両ＩＤと、出発地と、目的地と、予約時間と、予約経路と、経由地点とを、それ
ぞれ対応付けて、予約情報のダイナミックテーブル４６３に書き込む。
（ステップＳＴ３０４）
　そして、予約処理部４０５は、予約結果を示す情報を端末５０に送信する。
【０１０５】
（ステップＳＴ３０５）
　一方、ステップＳＴ３０２において、利用者により選択された移動計画の経路を走行可
能な設備が確保されていないと判定された場合、予約処理部４０５は、通信部４０１を介
して、エラーを示す情報を端末５０に送信する。例えば、移動計画作成処理の段階では予
約されていなかったシェアカーが、予約を受け付けるまでの時間において他の利用者によ
り予約された場合などが該当する。
（ステップＳＴ３０６）
　予約処理部４０５は、異なる移動計画のシェアカーの予約を指示する情報を端末５０か
ら受信したか否か判定する。
　そして、異なる移動計画のシェアカーの予約を指示する情報を端末５０から受信したと
判定した場合、予約処理部４０５は、ステップＳＴ３０２に戻る。
【０１０６】
（ステップＳＴ３０７）
　一方、異なる移動計画用のシェアカーの予約を指示する情報を端末５０から受信しない
場合、予約処理部４０５は、端末５０から再検索の指示を示す情報を受信したか否かを判
定する。
　端末５０から再検索の指示を示す情報を受信していないと判定した場合、予約処理部４
０５は、予約処理を終了する。
（ステップＳＴ３０８）
　一方、端末５０から再検索の指示を示す情報を受信したと判定した場合、予約処理部４
０５は、図８を参照して説明した移動計画作成処理を実行する。
【０１０７】
　次に、図１０を参照して、図７に示した充電式自動車用経路検索方法に含まれる予約監
視処理の一例について説明する。図１０は、図７に示した充電式自動車用経路検索方法に
含まれる予約監視処理の一例を示すフローチャートである。ここでは説明簡略化のため、
複数の車載器３１，３２，３３…のうち予約処理部４０５が選択した車載器３１について
の予約監視処理について説明する。しかしこれに限られず、予約処理部４０５は、予約さ
れているシェアカーに搭載された車載器ごとに図１０の処理を実行するものであってもよ
い。
【０１０８】
（ステップＳＴ４０１）
　移動計画作成部４０４は、経路の再検索タイミングか否かを判定する。この移動計画作
成部４０４は、例えば、ダイナミックテーブルの更新タイミングに到達した場合、前回の
移動計画を作成したときから所定時間が経過した場合、又は、走行中のシェアカーが実行
中の移動計画の経路を変更したと判定した場合、経路の再検索タイミングであると判定す
る。
　具体的に説明すると、移動計画作成部４０４は、ＥＶ車プールのダイナミックテーブル
４６１、充電ステーションのダイナミックテーブル４６２、及び予約情報のダイナミック
テーブル４６３を更新するタイミングか否かを判定する。各ダイナミックテーブルを作成
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した時刻から所定時間が経過した場合、及び、前回の更新から所定時間が経過した場合、
移動計画作成部４０４は、ダイナミックテーブルを更新するタイミングであると判定する
。また、予約処理部４０５により新たな予約を設定した場合、ＥＶ車プール管理サーバ１
１，１２…から情報を受信した場合、充電ステーション管理サーバ２１，２２，２３…か
ら情報を受信した場合、車載器３１，３２，３３…から情報を受信した場合、移動計画作
成部４０４は、ダイナミックテーブルを更新するタイミングであると判定する。
　また、移動計画作成部４０４は、予約情報のダイナミックテーブル４６３を参照して、
車載器３１から受信した位置情報に基づき、走行中のシェアカーが実行中の移動計画の経
路を変更したか否かを判定する。車載器３１の位置が経路から外れた場合、移動計画作成
部４０４は、走行中のシェアカーが実行中の移動計画の経路を変更したと判定する。
【０１０９】
（ステップＳＴ４０２）
　そして、移動計画作成部４０４は、記憶部４０６のＥＶ車プールのダイナミックテーブ
ル４６１と予約情報のダイナミックテーブル４６３を参照して、車載器３１から受信した
位置情報に基づき、シェアカー６１が降車地点のＥＶ車プールに到着したか否かを判定す
る。
【０１１０】
（ステップＳＴ４０３）
　シェアカー６１が降車地点のＥＶ車プールに到着していないと判定した場合、移動計画
作成部４０４は、記憶部４０６のＥＶ車プールのダイナミックテーブル４６１と予約情報
のダイナミックテーブル４６３を参照して、車載器３１から受信した位置情報に基づき、
シェアカー６１が乗車地点のＥＶ車プールを出発したか否かを判定する。
【０１１１】
（ステップＳＴ４０４）
　シェアカー６１が乗車地点のＥＶ車プールを出発したと判定した場合、移動計画作成部
４０４は、予約情報のダイナミックテーブル４６３を参照して、現在地点から目的地まで
の経路を検索し、検索により得られた経路の移動計画を作成する移動計画作成処理を実行
する。なお、この移動計画作成処理は、出発地が現在地点に変更している点を除き、図８
を参照して説明した処理と同じである。
【０１１２】
（ステップＳＴ４０５）
　そして、移動計画作成部４０４は、ステップＳＴ４０４により得られた移動計画と、現
在実行されている移動計画とを比較して、現在実行されている移動計画よりも有利な移動
計画の経路があるか否かを判定する。この移動計画作成部４０４は、例えば、利用者ごと
に設定されている優先条件に基づき、優先条件を満たす移動計画を、有利な移動計画と判
定する。例えば、優先条件として、最小コスト（料金が最も安いこと）が決められている
場合、移動計画作成部４０４は、優先条件における優先順位として、料金が低い順に高い
優先順位を移動計画に割り当てる。移動計画作成部４０４は、優先順位が最も高い移動計
画を、優先条件を満たす移動計画と判定する。つまり、移動計画作成部４０４は、料金が
最も安い移動計画を、有利な移動計画と判定する。また、移動計画作成部４０４は、優先
条件を満たす移動計画に変更した場合、現在実行されている移動計画よりも料金が安い移
動計画となるか否か判定する。例えば、移動計画作成部４０４は、優先条件を満たす移動
計画に変更した場合の料金と、現在実行されている移動計画の料金とを比較する。変更し
た場合の料金の方が低い場合、移動計画作成部４０４は、ステップＳＴ４０４により得ら
れた移動計画の優先順位が、現在実行されている移動計画の優先順位よりも高いと判定す
る。移動計画作成部４０４は、現在実行されている移動計画の優先順位よりも優先順位が
高いと判定した移動計画を、有利な移動計画と判定する。
【０１１３】
（ステップＳＴ４０６）
　ステップＳＴ４０４により得られた移動計画が、現在実行されている移動計画よりも有
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利であると判定した場合、予約処理部４０５は、有利であると判定した移動計画に関する
情報を、利用者の端末５０に送信する。
（ステップＳＴ４０７）
　そして、予約処理部４０５は、端末５０から、有利であると判定した移動計画に変更す
ることを指示する情報を受信したか否かを判定する。
（ステップＳＴ４０８）
　端末５０から、有利であると判定した移動計画に変更することを指示する情報を受信し
た場合、予約処理部４０５は、予約情報のダイナミックテーブル４６３において車載器３
１と対応付けられている予約情報（つまり、現在実行している移動計画に関する情報）を
、有利であると判定した移動計画に基づき書き換える。
【０１１４】
（ステップＳＴ４０９）
　一方、ステップＳＴ４０３において、シェアカー６１が乗車地点のＥＶ車プールを出発
していないと判定した場合、移動計画作成部４０４は、予約情報のダイナミックテーブル
４６３を参照して、出発地から目的地までの経路を検索し、検索により得られた経路の移
動計画を作成する移動計画作成処理を実行する。なお、この移動計画作成処理は、図８を
参照して説明した処理と同じである。
　そして、移動計画作成部４０４は、ステップＳＴ４０５に進み、ステップＳＴ４０９に
より得られた移動計画と、現在予約されている移動計画とを比較して、移動計画の内容が
予約された後に作成された移動計画が、現在予約されている移動計画よりも有利であるか
否かを判定する。
　ステップＳＴ４０４により得られた移動計画が、現在予約されている移動計画よりも有
利であると判定した場合、予約処理部４０５は、ステップＳＴ４０６に進み、有利である
と判定した移動計画に関する情報を、利用者の端末５０に送信する。
　端末５０から、有利であると判定した移動計画に変更することを指示する情報を受信し
た場合、予約処理部４０５は、予約情報のダイナミックテーブル４６３において車載器３
１と対応付けられている予約情報（つまり、現在予約している移動計画に関する情報）を
、有利であると判定した移動計画に基づき書き換える。
【０１１５】
　上述した通り、本実施形態に係る統括管理サーバ４０の移動計画作成部４０４は、地図
情報と設備情報に基づき、利用するＥＶ車プール又は充電ステーションを含む目的地まで
の経路と、経路中のＥＶ車プール又は充電ステーションで受ける供給内容とを含む移動計
画を作成することができる。これにより、統括管理サーバ４０は、目的地までの経路にお
いて、利用するＥＶ車プール又は充電ステーションを決定し、決定した経路と、利用する
ＥＶ車プール又は充電ステーションで受ける供給内容とを、利用者に提供することができ
る。よって、利用者は、目的地と到着地を指定するだけで、目的地までの経路において利
用するＥＶ車プール又は充電ステーションを知ることができる。また、利用するシェアカ
ーの充電残量では目的地まで到達できない場合であっても、利用者は、途中で他のシェア
カーの乗り換えるためのＥＶ車プール、又は、途中でシェアカーの充電をする充電ステー
ションを知ることができる。
【０１１６】
　また、本実施形態に係る統括管理サーバ４０の移動計画作成部４０４は、経路中で利用
する供給設備として、経路中の次のＥＶ車プール又は次の充電ステーションまで走行可能
な充電残量のシェアカーを確保しているＥＶ車プール、又、シェアカーが到着したときに
到着したシェアカーが利用可能な空き充電器を備える充電ステーションを含む移動計画を
作成する。これにより、統括管理サーバ４０は、ダイナミックテーブルを参照して、待ち
時間なく目的地まで移動可能な移動計画を作成することができる。
【０１１７】
　また、本実施形態に係る統括管理サーバ４０の移動計画作成部４０４は、経路中で利用
する供給設備として、走行してきたシェアカーを他のシェアカーに乗り換えるＥＶ車プー
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ル、又、走行してきたシェアカーに電力を供給する充電ステーションを含む移動計画を作
成する。これにより、統括管理サーバ４０は、経路の途中で乗換もしくは充電が必要な場
合であっても、円滑に乗換もしくは充電が可能な供給設備（ＥＶ車プールもしくは充電ス
テーション）を、事前に検索することができる。これにより、乗換地点又は充電地点に到
着した地点で、利用可能なシェアカーがない事態、又は、充電器の利用を長時間待つ事態
を回避することができる。
【０１１８】
　また、本実施形態に係る統括管理サーバ４０のダイナミックテーブル更新部４０３は、
端末、ＥＶ車プール、充電ステーション、又は車載器から受信した情報に基づき、ダイナ
ミックテーブルを更新することができる。これにより、シェアカーの利用により変動する
設備情報、例えば、ＥＶ車プールに確保されているシェアカーの利用台数とその利用可能
時間帯、充電ステーションにおいて利用可能な充電器とその利用可能時間帯、シェアカー
の充電残量等が時々刻々と変化する場合であっても、最新の利用状況に応じた情報をダイ
ナミックテーブルに反映することができる。
　また、本実施形態に係る統括管理サーバ４０は、ダイナミックテーブル更新部４０３に
よって更新されるダイナミックテーブルを参照して、出発地から目的地までの経路を検索
し、検索により得られた経路中で利用するＥＶ車プールとそのＥＶ車プールにおいて受け
る供給内容を含む移動計画を作成する。これにより、移動計画作成部４０４は、最新の利
用状況に応じた移動計画を作成し、利用者に提供することができる。
【０１１９】
　また、本実施形態に係る統括管理サーバ４０の移動計画作成部４０４は、目的地まで走
行可能な充電残量のシェアカーが出発地周辺のＥＶ車プールにない場合、他のＥＶ車プー
ル又は充電ステーションを経由して、目的地まで走行可能な移動計画を作成する。これに
より、出発地周辺に目的地まで走行可能なシェアカーがない場合であっても、途中で他の
シェアカーへの乗換、又は、途中の充電ステーションで充電する経路を提供することがで
きる。また、途中での乗り換えるシェアカー又は途中での充電ステーションを事前に予約
することにより、予定通りに目的地に到着することを支援することができる。
【０１２０】
　また、本実施形態に係る統括管理サーバ４０の移動計画作成部４０４は、走行中のシェ
アカーの走行ルートが、現在実行中の移動計画の経路から外れた場合、現在実行中の移動
計画の経路と異なる新たな移動計画を作成する。これにより、移動計画作成部４０４は、
シェアカーの現在位置の変化に応じて最適な移動計画を利用者に提供することができる。
また、移動計画作成部４０４は、新たな設備情報を取得した場合、ダイナミックテーブル
が更新された場合、又は、移動計画を作成した前回の作成時から所定時間が経過した場合
、新たな移動計画を作成する。これにより、移動計画作成部４０４は、最新の利用状況に
応じた移動計画を作成し、利用者に提供することができる。
【０１２１】
　また、本実施形態に係る統括管理サーバ４０の移動計画作成部４０４は、ダイナミック
テーブルの情報が更新された場合、現在実行又は予約している経路と異なる経路を再検索
により得る。再検索により得た経路が、現在実行又は予約している経路よりも有利である
場合、移動計画作成部４０４は、利用者からの移動計画の経路の変更を受け付ける。これ
により、ＥＶ車プールに確保されているシェアカーの利用台数とその利用可能時間帯、充
電ステーションにおいて利用可能な充電器とその利用可能時間帯、シェアカーの充電残量
等が変化した場合であっても、最新の利用状況に応じた移動計画であって、利用者にとっ
て有利な移動計画を利用者に提供することができる。
　また、本実施形態に係る統括管理サーバ４０の移動計画作成部４０４は、設定された優
先条件に基づき、複数の移動計画のうち優先条件を満たす最適な移動計画を選択する。こ
れにより、複数の移動計画が作成された場合であっても、利用者にとって有利な移動計画
だけを利用者に提供することができる。
【０１２２】



(29) JP 6254722 B2 2017.12.27

10

20

30

40

50

　また、本実施形態に係る統括管理サーバ４０の移動計画作成部４０４は、地図情報と設
備情報に基づき、出発地又は現在位置と経路中の最初のＥＶ車プールとの間の移動経路、
又は、目的地と経路中の最後のＥＶ車プールとの間の移動経路を含む移動計画を作成する
。例えば、利用者の現在位置から最初のＥＶ車プールまで、徒歩で行くのか、電車で行く
のか、その経路を含む移動計画を作成する。これにより、利用者は、目的地と到着地を指
定するだけで、目的地までの経路において利用するＥＶ車プール又は充電ステーションを
知ることができる。
【０１２３】
　次に、図１１～１６を参照して、本実施形態に係る統括管理サーバ４０のダイナミック
テーブルの一例について説明する。図１１～１３は、１４時におけるダイナミックテーブ
ルの一例を示す図である。図１４～１６は、同日の１５時におけるダイナミックテーブル
の一例を示す図である。
【０１２４】
　図１１と図１４に示す通り、ＥＶ車プール１０１における１４～１５時の変化は以下の
通りである。
・シェアカー６１，６２の充電残量が増加している。
　図１２と図１５に示す通り、充電ステーション２０１における１４～１５時の変化は特
にない。
　図１３と図１６に示す通り、ＥＶ車プール１０３における１４～１５時の変化は以下の
通りである。
・シェアカー６４，６５，６６の充電残量が増加している。
【０１２５】
　例えば、移動計画作成部４０４は、図１１を参照して、ＥＶ車プール１０１から目的地
まで走行可能な充電残量のシェアカーが確保できていないと判定する。また、移動計画作
成部４０４は、図１２を参照して、ＥＶ車プール１０１から充電ステーション２０１を経
由して途中で充電した場合、目的地まで走行可能であると判定する。この場合、移動計画
作成部４０４は、経路４についての移動計画を作成する。なお、経路４は、上述の通り、
出発地→ＥＶ車プール１０１［Ａポイント］→充電ステーション２０１［Ｃポイント］→
目的地→ＥＶ車プール１０４［Ｅポイント］である。
　一方、移動計画作成部４０４は、図１３を参照して、ＥＶ車プール１０１からＥＶ車プ
ール１０３を経由して途中でシェアカーを乗り換えた場合、目的地まで走行可能なシェア
カーがＥＶ車プール１０３に確保されていないと判定する。この場合、移動計画作成部４
０４は、経路７についての移動計画を作成することができない。なお、経路７は、上述の
通り、出発地→ＥＶ車プール１０１［Ａポイント］→ＥＶ車プール１０３［Ｄポイント］
→目的地→ＥＶ車プール１０４［Ｅポイント］である。
　そして、利用者は、経路４の移動計画を予約しているとする。この経路４の移動計画に
おいて、走行時間は４時間である。
【０１２６】
　その後、ＥＶ車プール１０３のシェアカーの充電残量が増加する。移動計画作成部４０
４は、図１６を参照して、ＥＶ車プール１０１からＥＶ車プール１０３を経由して途中で
シェアカーを乗り換えた場合、目的地まで走行可能なシェアカー６５がＥＶ車プール１０
３に確保されていると判定する。この場合、移動計画作成部４０４は、経路７についての
移動計画を作成する。この経路７の移動計画において、走行時間は３．５時間である。
　ここで、移動計画作成部４０４は、経路４の移動計画における走行時間と経路７の移動
計画における走行時間を比較すると、経路７の移動計画における走行時間の方が短い。こ
のため、移動計画作成部４０４は、経路４よりも経路７の方が有利な移動計画の経路であ
ると判定する。よって、移動計画作成部４０４は、有利な移動計画を利用者に提供するこ
とができる。
【０１２７】
　なお、本発明における統括管理サーバ４０の機能を実現するためのプログラムをコンピ
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ピュータシステムに読み込ませ、実行することにより工程を行ってもよい。なお、ここで
いう「コンピュータシステム」とは、ＯＳや周辺機器等のハードウェアを含むものとする
。また、「コンピュータシステム」は、ホームページ提供環境（あるいは表示環境）を備
えたＷＷＷシステムも含むものとする。また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」
とは、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、ＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭ等の可搬媒体、コ
ンピュータシステムに内蔵されるハードディスク等の記憶装置のことをいう。さらに「コ
ンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、インターネット等のネットワークや電話回線
等の通信回線を介してプログラムが送信された場合のサーバやクライアントとなるコンピ
ュータシステム内部の揮発性メモリ（ＲＡＭ）のように、一定時間プログラムを保持して
いるものも含むものとする。
【０１２８】
　また、上記プログラムは、このプログラムを記憶装置等に格納したコンピュータシステ
ムから、伝送媒体を介して、あるいは、伝送媒体中の伝送波により他のコンピュータシス
テムに伝送されてもよい。ここで、プログラムを伝送する「伝送媒体」は、インターネッ
ト等のネットワーク（通信網）や電話回線等の通信回線（通信線）のように情報を伝送す
る機能を有する媒体のことをいう。また、上記プログラムは、前述した機能の一部を実現
するためのものであっても良い。さらに、前述した機能をコンピュータシステムにすでに
記録されているプログラムとの組み合わせで実現できるもの、いわゆる差分ファイル（差
分プログラム）であっても良い。
【符号の説明】
【０１２９】
１１　ＥＶ車プール管理サーバ
２１　充電ステーション管理サーバ
３１　車載器
４０　統括管理サーバ
５０　端末
６１　シェアカー
７１　充電器
１０１　ＥＶ車プール
２０１　充電ステーション
４０１　通信部
４０２　ダイナミックテーブル作成部
４０３　ダイナミックテーブル更新部
４０４　移動計画作成部
４０５　予約処理部
４０６　記憶部
４６１　ＥＶ車プールのダイナミックテーブル
４６２　充電ステーションのダイナミックテーブル
４６３　予約情報のダイナミックテーブル
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